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平成１ ６ 年度実施細目（案）に対して寄せられた意見の概要とそれに対する考え方 

 

１  平成１ ６ 年度の分析対象 

頁 段落 意見の概要 総務省の考え方 

２  ＭＣＡの影響も分析すべきである 

 

ＭＣＡは、移動体通信の中では歴史も古く携帯電話と同じ周波数帯に多くの周波数

割当を受けています。８００ＭＨｚ帯の再編成においてもデジタル化を理由に周波

数を占有する可能性が高いこと、及び飛躍的に進化した携帯電話への機能代替の可

能性を勘案して同システム間の競争評価だけでなく、異システム間の影響評価を行

うべきであると考えます。また、本評価の項目に加えて、電波の使用状況等を明ら

かにすることにより、今後どの様に扱うべきかを無線周波数有効利用の観点から評

価すべきものと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

 競争評価は、電気通信事業分野の競争状況を分

析、評価を行うとするものであり、周波数の割当

や有効利用に関する評価を行うものではありま

せん。 

２  競争分析対象市場について 

本文中、平成１６年度の分析対象および分析目的として  

① ＩＰは上位・下位のレーヤのイノベーションを加速してきており、音声／デ

ータ／映像、無線／有線、ナローバンド／ブロードバンドの従来の区分が変化

し、サービス需要に大きな影響を及ぼす。 

② また、インターネットはＰＣを端末に発展してきたが、これからはＰＣ以外

の端末利用が拡大する。 

③ これからのサービス融合が端末のみならずネットワーク構築にも影響を与え

ると予想されることから、ブロードバンド、携帯電話、および、ＩＰ電話の三

つのサービスの今後の関係につき、公正レビューの観点から注目する。 

等の主旨が記載されております。 

この記載は、これからのサービス・システム・事業構造の発展の方向性／競争市場

の変化を的確に明示されているものと存じます。 

多くの事業者は上述の市場環境を踏まえて、垂直・分業型のビジネスモデルとし

て、我国のＩＴ社会の発展に欠かせない取り組みとして、事業活動を展開しており、

この点はご認識の通りのことと存じます。 

御意見を踏まえ、分析を進めます。 

別紙３ 
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【日本電気株式会社】

２ （３） ・ 今年度の市場分析対象として携帯電話が取り上げられたことは歓迎いたします。

携帯電話市場は現在、次の点で競争が機能していない可能性があるのではないか

と考えております。 

 シェア No.１のＮＴＴドコモが１兆円を超える利益を挙げていることから、
料金が十分に下がっていないこと（事業者が超過利益を得ている可能性があ

る） 

 パケット通信料金は定額制が導入されたが、固定のデータ通信と比較すると
かなり高い水準にあること 

 学割や家族割などにより、通話料において世代間に不公平が生じていること
 高機能な端末をコスト以下で提供し、インセンティブで補填する構造が固定
化し、通話料金の高止まりや不公平感が生じていること 

 端末を含めたネットワークがオープンになっていないために、携帯事業者の
支配力が強くコンテンツ市場の健全な発達が阻害されている可能性がある

こと。 

 携帯市場、地域通信市場、マイライン市場などの隣接市場を含めたＮＴＴグ
ループの支配力が競争に影響を及ぼしている可能性があること 

・ また、携帯電話市場は、新規参入がない時期が長く続いています。弊社は、Ａ

ＤＳＬが爆発的に普及したような競争環境をとりいれ携帯電話市場を活性化する

ことが必要であると考えています。 

【イー・アクセス株式会社】

 御意見で示された事実関係や認識の是非につ

いては、平成１６年度競争評価の中で十分に議論

をしていきたいと考えます。ただし、問題点の指

標が抽象的であるため、議論が深まらない点を危

惧します。例えば、御意見の「固定のデータ通信

と比較するとかなり高い水準にある」のであれば

それはどのような客観的事実を指摘されている

のかなどを示す具体的なデータ提出を期待しま

す。 

２ （４） ・ ＩＰ電話市場を競争評価の分析対象として選択したことについては、このサービ

スの市場構造やマーケットデータ等が明らかになるという意味では、非常に興味

深く、また歓迎すべき点ではありますが、一方ではまだまだ未熟な市場であるた

め以下の点で評価を行うことは困難であるとの懸念があります。従って、評価結

果を政策への反映を行うには、時期尚早な段階であると考えます。 

 ＩＰ電話のサービス及びネットワーク形態は多種多様であるのが現状です。
例えば現在最も普及しているのはＡＤＳＬモデムにＩＰ電話機能及び０５

０番号を付与した形態のものですが、その他にも中継のみのＩＰ電話サービ

スや、ＮＴＴ東西の集合住宅向け「ひかり電話」のように従来の加入電話に

置き変わる新たなサービスも実際に提供されています。また日本テレコムが

提供する「おとく電話」のようにレガシーな技術を使いつつも、ＩＰ電話と

明らかに競合するサービスもあり、現時点で市場画定を行うことは極めて困

 ＩＰ電話にまだ未熟な側面のあることには同

意します。他方で、ＩＰ電話をめぐっては様々な

政策課題が今後次々に浮上する可能性があり、政

策判断の材料にできるだけ客観的な事実関係を

供給するという競争評価の目的に照らすなら、Ｉ

Ｐ電話の現状と展望を把握し競争状況を分析、評

価する努力は現段階で必要と考えます。ＩＰ電話

に関しては、過去のデータの蓄積が十分でないと

考えていますが、ネットワークやサービス供給の

構造については現段階でも分析が可能と考えて

います。 
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難であります 

 ＩＰ電話の料金は多様であり且つ今後も流動的であり、分析してもすぐに形
骸化する可能性があります 

・ 従いまして、ＩＰ電話など激動する市場については、市場画定は厳密にすべき

ではなく、データを毎年情報収集し、サービスごとのシェアをモニターする程度

でよいと考えます。ＩＰ電話に関してその競争状況を評価の対象とすることは、

現時点で非常にリスクが大きいと考えます。 

【イー・アクセス株式会社】

２ （４） ＜原文＞ 

Ｐ２・１（４）『また、主にブロードバンド回線を利用したインターネット接続サー

ビスと一体的に提供されているサービスに「ＩＰ電話」がある。ＩＰ電話は、例え

ば、法人利用では社内の内線電話への導入が進んでいる。携帯電話とのサービス融

合は、端末のみならずネットワーク構築にも影響を与えると予想されることから、

ブロードバンド、携帯電話及びＩＰ電話の三つのサービスの今後の関係に注目す

る。』 

 

今年度分析対象として「ＩＰ電話」が挙げられていますが、基本方針に示された

分析対象の中に、ＩＰ電話は含まれていません。分析対象のいずれに該当するのか、

明示すべきと考えます。 

また、分析対象とされているもののうちの一つである「固定電話」との関係や、「Ｉ

Ｐ電話」の定義等についての十分な議論を経ずに、「ＩＰ電話」を独立した分析対象

とすることは、その検討過程が不明確であるため問題であると考えます。 

 別途開催するとされている研究会の開催経緯等も含め、「ＩＰ電話」が今回の競争

評価においてどのような位置付けにあるのか、ご説明いただきたいと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

 基本方針にも示すとおり、四つの領域は分析の

目安となる領域であって、対象を排他的に決める

ものではありません。ＩＰ電話は、主にブロード

バンド回線を利用したインターネット接続サー

ビスと一体的に提供されることが多く、ブロード

バンド回線を利用したインターネット接続サー

ビスの分析の延長線上で両者の関係等を分析す

る予定です。平成１６年度の競争評価では、領域

を特定することが困難な「ＩＰ電話」について、

まずネットワークやサービス供給の構造を分析

するため「ＩＰ電話のネットワーク／サービス供

給に関する研究会」を開催します。なお、ＩＰ電

話の分析に当たり、「固定電話領域」にあるサー

ビスも加えて分析することもあるかもしれませ

ん。これは平成１５年度競争評価において、「イ

ンターネット接続領域」を対象領域として分析を

開始したものの、「企業内ネットワーク領域」の

分析、評価も併せて実施したことに通じます。基

本方針にも示すように競争評価開始後３年のう

ちに電気通信事業分野の競争評価を主要なとこ

ろは一通り終えることを目標としており、ＩＰ電

話市場を今年取り上げるのもそうした流れの中

でのことです。 
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２  平成１ ６ 年度の情報収集 

頁 段落 意見の概要 総務省の考え方 

  ・どのような目的のために、これらのデータを収集する必要があるのかが不明確で

す。 

・初期段階におけるデータ収集は、日本の移動体通信市場の競争を総体的に示した

主要指標を主眼とすべきです。それらは、価格、成長、技術革新及び収益率です。

こうしたアプローチにより、ハイレベルでの競争上の問題を特定することが可能

です。その後、特定の問題に関して、よりフォーカスした詳細な分析を行うこと

が可能となります。 

・弊社は、実施細目(案)で要請されている情報の多くが、日本の移動体通信業界の

競争状況の評価にあたり関連しない項目であると考えます。一例として、基地局、

ネットワーク構成及びネットワーク構築の方法等の技術的情報があります。 

・また、総務省殿が要請されるデータの内、経営情報に該当するものなどに関して

は、データの提出及び公表の可否について、事業者の要望を十分に考慮していた

だきたいと考えます。 

【ボーダフォン株式会社】

 事業者に提出を求める情報については、その理

由を実施細目で示しています。また、御意見の「価

格、成長、技術革新及び収益率」という指標を用

いて競争状況を評価すべきという点については、

基本的には賛同しますので、具体的な指標の提案

とデータ提出を歓迎します。ネットワークの構築

方法等の情報については、サービスベースの競争

の背景にある事業者間取引の実態を把握するた

めにも必要であると考えます。収集情報を原則公

表とするのは、行政の政策立案を国民が理解し、

あるいは批判するためには根拠とデータの共有

が不可欠だからであって、貴社が基本方針案に対

する意見として「規制の失敗という高いリスク」

を主張されるのであれば、なおさらその公表は不

可欠です。なお、経営情報の取扱いについて配慮

することは、かねてからの説明のとおりです。た

だし、このことは情報公表という一般原則を覆す

ものではないと考えます。個別に問題あるものに

ついて公表を差し控え、その理由を行政がしっか

りと国民に説明するというのが望ましいスタン

スと考えています。 

 ２－２－１ 個人の利用動向調査 
４ （２）

② 
Web アンケート結果の分析には考慮が必要 

＜原文＞ 

Ｐ４・２－２－１（２）②『ＩＰ電話と公衆無線ＬＡＮについては、その利用者は

現在のところほとんどがインターネット利用者であると想定されるので、Ｗｅｂア

ンケートを用いて情報を収集する。Ｗｅｂアンケートは、所期のサンプル構成に従

って所期の有効回答者数を確保して実施する方法として優れている。』 

Ｐ４９・欄外注『10 Web アンケートは、他のアンケート方法に比べ所定のサンプル

構成に従って所定の有効回答者数を比較的短期間で確保することが容易という長所

 アンケート分析に当たってはＷｅｂアンケー

トの特性に十分注意をして行うべきであるとい

う点に賛同しますが、実施細目Ｐ４（２）②やＰ

４９欄外注は、Ｗｅｂアンケートを用いる理由を

示した箇所です。ＩＰ電話と公衆無線ＬＡＮにつ

いて用いているＷｅｂアンケートは、携帯電話で

はサンプルの偏りが大きいと判断してそもそも

用いていません。 



- 5 -

 

がある。』 

 

ＷｅｂアンケートにはサンプルがＷｅｂ閲覧に習熟している利用者層に偏るという

短所があります。長所だけで無く、短所についても明記し、アンケート結果の分析

時にはこの点に十分注意して取り扱うべきものと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

 ２－３－２ 事業者からの収集方法 
６ （１） ① 供給者（事業者）側からの情報収集方法（６ページ）については、電気通信事

業報告規則（昭和６３年郵政省令第４６号）において提出が義務付けられている

情報については、新たに提出を求めないこととしているので、上記の報告情報を

細分化した情報あるいはより詳細な事項についての提出を求めることは、中規模

以下の事業者にとっては大きな作業負担となる場合もあるので、できる限り行わ

ないようあらためて要望いたします。 
 
② 上記に関連して、隣接市場の情報は必要に応じて収集するとしていますが、収

集する隣接市場の設定ならびにその関連情報の収集に際しては、その分析・評価

が市場画定をするうえで必要不可欠であることが明白なものに限ることとし、最

大限、事業者側の負担を招かないよう配慮を要望いたします。 
【社団法人テレコムサービス協会 政策委員会】

 事業者の「作業負担」にも配慮しつつ、情報収

集を実施していきたいと考えますが、競争評価の

実施のためには、事業者が保有している情報の収

集は不可欠です。この点については御理解をいた

だきたいと考えます。 

６ （３） ＜原文＞ 
Ｐ６・２－３－２（３）『公表については、収集情報の全てを対象とすることを原則

とするが、公表になじまない合理的理由がある場合には適宜対処する。』 
 
電気通信事業報告規則によって収集された個々の情報についても原則公開とはなっ

ていないこと、及び IR等との関係から、当社コメントへの御省の回答「情報を提出
する側に IR（Investor Relations）などとの関係から省令化等が望ましいという意見
があれば対処する。」 （平成 16年 6月 28日）にもあることから、収集情報の全て
を原則公開ということではなく、公開が各事業者横並びで必要な場合には、省令化

による対処をご検討願いたい。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 

 なお、法令化すれば事業者の義務が明確化する

反面、常時しかも一律に適用になる傾向があるた

め個々の事情等に配慮した対応が難しくなりま



- 6 -

 

す。 

もっとも、報告規則の第９条の規定はそもそも

公表する情報を集計情報に限る趣旨を規定した

ものではありません。せめて集計結果は定期的に

公表することを政府に義務づける規定です。その

意味で、現行の報告規則を改正して個々の情報を

原則公表する義務を政府に課すことまでは必要

とは考えていません。ＩＲとの関係では、自主的

な提出ではなく法令に基づく提出である限り、そ

の情報の公表は行政側の責任であって問題にな

ることはないと思料します。もちろん、実際の公

表は公表による公益と情報を秘密とすることに

よる企業の利益とのバランスに十分配慮しなが

ら進める必要があるので、仮に公表する場合にも

その取扱いについては関係する事業者と相談を

しながら進めます。  

６ （３） ＜原文＞ 
Ｐ６・２－３－２（３）『なお、公表については、収集情報の全てを対象とすること

を原則とするが、公表になじまない合理的理由がある場合には適宜対処する。個別

具体的には本実施細目（案）に寄せられる意見等を踏まえて対応を決定する。』 
 
＜修正案＞ 
（３）『なお、事業者から直接収集する情報については、原則として、非公表とする。

公表が必要と考えられる情報については、事前に関係事業者に対し公表方法等を照

会し、意見を十分に斟酌する。その上で、保護を要する情報については、集計、加

工するなど取扱いに配慮する。個別具体的には本実施細目（案）に寄せられる意見

等を踏まえて対応を決定する。』 
 
＜理由＞ 
事業者から提出するデータは、事業戦略上重要なものが多数であり、その取扱い

にあたっては十分慎重な取扱いが必要なものです。したがって、これらデータの個

別事業者毎の公表に関しては、原則非公表とし、公表を予定するものについては行

政がその理由を明確にした上で関係事業者に照会を行い、事業者の同意の得られた

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 
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もののみを公表する方法をとるべきと考えます。また、当然に目的外の利用がなさ

れないことも明記すべきと考えます。 
なお、競争評価に際し、電気通信事業報告規則を用いることとされていますが、

事業者から二重の報告を避ける観点から好ましい方法と考えますが、当該規則に基

づき報告する各種データについても、事業者の事業戦略上重要なものが多数であり、

その取扱いについても十分慎重であるべきと考えます。電気通信事業報告規則第 9
条（集計結果の公表）において「総務大臣は、第二条及び前条の規定により提出さ

れた書面等に記載又は記録された事項を集計し、定期的にその結果を公表するもの

とする。」と規定されていますが、当該規定は、個別事業者毎の数値を公表すること

までを規定するものではなく、報告規則に基づく数値について原則公表とすること

は、報告規則の規定の範囲を超えるものと考えられます。 
競争評価に電気通信事業報告規則に基づいて提出するデータを用いる際には、競

争評価に用いる範囲を具体的に明らかにし、そのうち個別事業者毎のデータ公表を

予定するものに関しては、電気通信事業報告規則上個別事業者のデータを公表する

ことを規定していなことを前提に、行政が公表すべき理由を明確にした上で関係事

業者に照会を行い、事業者の同意の得られたもののみを公表する方法をとるべきと

考えます。 
【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】

６ （３） ＜原文＞ 

Ｐ６・２－３－２（３）『なお、公表については、収集情報の全てを対象とすること

を原則とするが、公表になじまない合理的理由がある場合には適宜対処する。個別

具体的には本実施細目（案）に寄せられる意見等を踏まえて対応を決定する。』 

 

① 当社は競争評価のためには積極的に情報の提出を行う所存ですが、全てを公表

できるとは限りません。したがって、「公表して」の部分は削除すべきと考えます。

また、原則公表と変更するに至った検討過程をご説明いただきたいと考えます。

そもそも、「法令に基づく義務化」の是非以前に、現在事業者に求めている情報

の全てが真に提出必要なのかについて疑問の余地があり、その上「公表が欠かせ

ない」とする点は、事業戦略上の情報の取扱いに対する配慮に欠けているものと

考えます。競争環境下に置かれている事業者にとっては、事業戦略上の情報は守

られるべきであり、競争評価という政策上の必要性との折り合いについて十分な

整理が必要と考えます。 

 

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 

 また、各情報の提出を求める理由については、

実施細目別添２で示したとおりです。 
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② 仮に情報を公開するのであれば、現在事業者に求めている各情報につき、提出

／公表を必要とする理由を事前に実施細目に明記することが必須と考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

 

３  意見公募と議論公開 

頁 段落 意見の概要 総務省の考え方 

７  ・ 意見公募と議論公開は、市場データの情報開示とともに、競争をとりまく環境

について理解を深めるとてもいい機会であり、今後も引続き行っていただけます

よう強く要望いたします。 

【イー・アクセス株式会社】

 平成１５年度や平成１６年度における実践の

成果や社会的な評価を踏まえる必要があると考

えますが、基本的なスタンスは基本方針２－３に

示すとおりです。 

 
  ・弊社は、競争評価プロセスの以下の主要な段階で、パブリックコメントの機会が

現在予定されていないことに対し懸念を抱いています。 

o 移動体通信市場全体における競争の主要指標の検討 
o より詳細な分析のベースとなる、共通認識化された問題の特定 
o 市場画定 
o データ分析及び定義された各市場の初期評価  

・また、英国の事例のように、それぞれのパブリックコメントは、初回の意見募集

とその意見募集の際に寄せられた意見に対する再意見募集の 2 段階で行われるべ

きです。 

・また、カンファレンス、シンポジウムに関しても、少なくとも昨年と同様の回数

もしくはそれ以上の回数で開催されるべきと考えます。 

【ボーダフォン株式会社】

 我が国の競争評価は、各年度ごとに対象領域を

決めて、限られた期間内に、可能な限り具体的に

競争状況を分析、評価するものです。その過程で

は、意見募集、カンファレンス、シンポジウム等

様々な機会を通じて、関係者からの意見を聴き、

議論を行いたいと考えており、各事業者の意見表

明等は歓迎します。 

しかし、我が国の競争評価は、英国における競

争レビューのように政策変更等を決めるもので

なく、御指摘のように英国の事例と比較するので

あれば、政策変更にいたるまでのプロセスで対比

する必要があり、日本の手続きが不十分との御指

摘は正鵠を得ていません。 

意見募集にしろ公開議論にしろ、分析の立場か

らすれば質が重要なので、情報公表や社会的合意

形成を一段実り多いものとする御提案であれば、

これらのプロセスは行政当局だけでなく関係事

業者の主体的参画を必要とするものであるので、

一層の御協力をお願いします。 

７ （１） ＜原文＞  意見募集については、「意見すべき事項を指定
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Ｐ７・３(1)『競争評価は、事実関係に関する関係者の認識の共有が目的の一つなの

で、少なくとも次のものは意見公募を行う。 

① 基本方針改正（案） 

② 平成１６年度実施細目（案） 

③ 評価結果（案）』 

 
① 意見募集の趣旨は、広く一般から意見を聞くことにより十分に議論を深め、行

政の透明性・公平性を高めることと理解しております。 

その意義を失うことのないよう、意見募集にあたっては、意見すべき事項を指定

せず、また相応の募集期間を設けた上で、提出された意見を十分に考慮して検討を

行い、結論を出されますよう要望致します。 

 

② 上記①の観点から、裁量の余地が大きいと考えられる市場画定の段階において

も意見募集を実施すべきであり、その旨を基本方針及び実施細目に明記すべきと

考えます。 

 

③ なお、「事実関係」に限らず、競争評価を進める上での考え方等を含めた、包括

的な認識の共有を目的とすべきと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

せず、また相応の募集期間を設けた上で、提出さ

れた意見を十分に考慮して検討を行い、結論を

出」しています。とりわけ今回の意見募集では、

単に基本方針（案）や実施細目（案）に対する意

見に限らず、総務省が今後の論点と考える事項に

ついて関係する事業者を念頭にその意見を提出

いただくよう特にお願いしました。論点は事業者

の主要関心事をかなり網羅しており、現に複数の

事業者はこのような機会にデータを添えながら

自社の主張を展開されています。このような双方

向性こそ競争評価のプロセスにあってもっとも

重視されるべき事項と考えます。市場画定に関し

ては、次の「４ 市場の画定」に係る意見に対す

る「総務省の考え方」として示しています。 

 

 

４  市場の画定 

頁 段落 意見の概要 総務省の考え方 

   競争状況の評価にあたり、市場の画定は競争状況の分析結果を左右する重要な過程

でありますが、電気通信事業分野では、先述したとおり、事業者間の激しい競争や技

術革新に伴い、新サービスの登場やサービスの統合・融合が短期間に行われておりま

す。 

 このような市場においては、①サービスの供給構造や事業者間相互の関係が変化を

続け、その結果、利用者側にも多種多様な選択肢が用意されているなど市場構造が複

雑化していること、②競争状況が時々刻々と変化しており、収集したデータと実際の

市場の間にはタイムラグが生じざるを得ないことなどから、その競争状況を評価する

にあたっての市場画定は非常に困難であると考えます。例えば、昨年度の分析・評価

の対象であった「インターネット接続」においては、御省による市場画定の後にも、

 基本方針で示したとおり、各市場を的確に分

析、評価するためには、市場を画定することが必

要であると考えます。特に、シェアや市場集中度

等定量的な指標の算出は、市場の画定が欠かせ

ず、御意見のように「市場全体について大括りに

捉えたうえで、料金の低廉化やサービスの普及度

等を総合的に勘案して競争状況を評価する」だけ

では不十分であると考えます。 

 なぜＡＤＳＬとＦＴＴＨを別市場として分析

するのかなどについては平成１５年度の競争評
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FTTH の料金値下げ・サービスエリアの拡大や、ADSL の高速化等、ユーザのサービス

選択にあたって大きな影響をもたらす事項について、事業者間・メディア間の激しい

競争が行われているところです。 

 したがって、競争状況を評価する際には、サービス区分を細分化せず、まずは市場

全体について大括りに捉えたうえで、料金の低廉化やサービスの普及度等を総合的に

勘案して競争状況を評価することが必要であると考えます。 

【西日本電信電話株式会社】

価の中で詳述しました。そうした市場画定に対す

る反対意見であれば、具体的にどの点が誤りで、

貴社の提案される方法によればどのような点が

どう改善されるのかを示すことが生産的な意見

交換となるように思います。競争評価が政策立案

に反映されていく部分もあると考えられるので、

そうしたもう一段の建設的議論を歓迎します。 

４－１ 「インターネット接続」領域の市場画定 
９  ＜原文＞ 

Ｐ９・４－１図１『 最終利用者向けサービス市場と事業者間取引市場の関係（イメ

ージ）（図省略）』 

 

学術的な定量的分析に基づいて画定された最終利用者向けサービス市場と較べ、事業

者間取引市場については、画定の是非も含めて十分な議論や分析が行われていないこ

とから、拙速に画定すべきではないと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

 「事業者間取引市場については、画定の是非も

含めて十分な議論や分析が行われていない」とい

う御意見については、事業者間取引市場の分析の

ために必要なデータのほとんどを事業者のみが

有していて、その提供、公表を歓迎されていない

点を併せて考慮いただく必要があります。 

 ４－１－１ 事業者間取引との関係 
８  ・ ＮＴＴ東西の加入者線を利用するためには、ＮＴＴビルへのコロケーションが必

要ですので、コロケーション設備についても不可欠設備であり、事業者間取引の重

要な要素と考えます。コスト構造的には、コロケーション設備にかかる費用はＮＴ

Ｔ東西の加入者線や中継回線の接続料金と同じ程度の金額を支払っており、事業者

間取引のほぼ半分を占めるほど影響が非常に大きいのです。 

・ ＮＴＴ東西に支払うコロケーション費用については、平成１５年度接続料金の答

申で会計報告に記載することになりましたので、平成１６年度からは情報開示され

ることにより、昨年度と比較しその影響度をより明確に分析することが可能と考え

ます。 

【イー・アクセス株式会社】

 御意見も参考にしながら、分析を進めたいと考

えます。 

４－３ 「移動体通信」領域の市場画定 
１６  電気通信事業分野の競争状況の評価に関する平成１６年度実施細目（案）１６頁の４

－３「移動体通信」領域の市場画定において、通話以外にブラウザフォンによるパケ

ット通信についてふれられていますが、カード型データ通信端末の利用についても市

場画定を進める上で加味すべきものと考えています。 

【ディーディーアイポケット株式会社】

 「カード型データ通信端末の利用についても市

場画定を進める上で加味すべき」という御意見に

賛同します。ただ、どのようにすればカード型デ

ータ通信端末の利用に関するデータを収集し分

析することができるのかを含め、「加味」の具体



- 11 -

 

的提案を期待します。 
４－４ ＩＰ電話の分析のための市場画定 
４－４－１ 「ＩＰ電話」分析の目的 

１７ （３） 固定電話の市場支配力の影響分析が必要 

 

IP 電話は固定電話と比較して技術的な内容は異なりますが、使い方が固定電話と

同じであるため、ユーザは次の表に掲げるような様々な要素を考慮して、これらのサ

ービス相互間での選択を行います。 

 

（表１）050 IP電話、0AB-J IP電話及び0AB-J固定電話のサービス機能及びサービス内容比較表

機能、サービス 050 IP 電話 ０AB-J IP 電話 0AB-J 固定電話 

ユーザの使い方 従来の固定電話の使い方と

変わらない 

従来の固定電話の使い方と

変わらない 
― 

料金 全国一律のため、長距離分

が割安 

長距離分が固定電話より安

い 

市内は IP 電話と競争可能。

長距離は IP 電話より高い 

番号体系 050 番号を利用したくないユ

ーザが多い。特に法人の抵

抗が大きい 

固定電話と同じ。 

 
― 

 

サービス品質 やや品質が落ちる 固定電話と同等 安定性が定着している 

電話サービス機能 固定電話と比較して提供で

きていないサービス機能が

多少ある 

固定電話と比較して提供で

きていないサービス機能が

多少ある 

サービス機能が IP 電話より

優れている 

インターネット利用 ブロードバンドと一体型のた

めユーザ利便性が高い 

ブロードバンドと一体型のた

めユーザ利便性が高い 

ブロードバンドと比較して利

便性が落ちる。 

接続回線 ADSL 光 ISDN,アナログ 

 

上記の表に掲げる比較項目のうち、050 IP 電話と０AB-J IP 電話の最も大きな違い

は「番号体系」であり、世間一般に定着している０AB-J 番号に対するユーザの指向性

が高いことを各事業者は認識しています。050 IP 電話は ADSL や FTTH に付随する標準

的なサービスに過ぎませんが、0AB-J IP 電話は 0AB-J 固定電話の代替サービスであり

 今後の分析に当たり参考にします。なお、ＩＰ

電話については、「ＩＰ電話のネットワーク／サ

ービス供給に関する研究会」で議論を進めます。

ＩＰ電話のサービス供給に関して、インフラを持

つ事業者と持たない事業者の差異などが明らか

になるなど、ＩＰ電話に係る事業者間取引の構造

が見えるように、また、ＩＰ電話を取り巻く競争

状況が明らかになるよう努めます。 
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ます。そのため、0AB-J IP 電話の市場を考える時には、IP 電話相互間だけでなく、

固定電話との関連性を比較し、より詳細な競争評価を行うことが重要であると考えま

す。 

また、接続回線等のインフラを提供する事業者が IP 電話を提供する場合は、インフ

ラを持っていることによってインフラを持たない事業者よりも競争上優位な立場に

立つことが懸念されます。特に、ブロードバンド回線のインフラの支配状況は、IP

電話の競争に大きく影響する可能性があると考えております。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

 

５  競争状況の分析と評価 

頁 段落 意見の概要 総務省の考え方 

  【デュープロセスの在り方】 

競争評価は、まず基本方針を策定し、それに基づき年度の実施細目を定め、これ

に沿って、情報収集、市場画定、競争状況の評価の順に進める旨、基本方針（p.4）

に明確に示されています。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、競争評価をこれより実施する段階（上図①、②）にありながら、

既に評価結果（上図⑥）を誘導していると解釈しうる表現が多く見られます。これ

は現段階では控えられるべきことであり、また、中立であるべき行政は、基本方針

の内容に沿って忠実に競争評価を進めるべきです。したがって、以下について変更

すべきと考えます。 

ⅰ 移動体通信 

ア 「高度に寡占的」（p.19）について、削除すべきと考えます。 

イ 「固定電話の料金低下に比べて料金が下方硬直的」（p.19）について、「料

金推移の状況はどうか」と修正すべきと考えます。 

 実施細目（案）で示した論点は、議論を進める

に当たっての争点をあらかじめ明確にすること

で事業者等がその論点に関し意見できるように

したものであり、その認識の是非については、カ

ンファレンスや研究会等の場で議論し、分析を進

めます。例えば、分析の結果「高度寡占」でない

かもしれず、「固定電話の料金低下に比べて料金

は下方硬直的」でないかもしれません。しかし、

だからこそ論点として示したのであって、示した

論点が事実に反するのであればそれを事実をも

って指摘していただきたく意見募集しました。今

回は、これら論点について特に言及した事業者に

参加を求め、平成１６年１０月１５日にカンファ

レンスを開催し、活発な議論を行いました。今後

もできるだけ生産的な議論を進められるよう、工

夫したいと思います。 

 以上のような認識の上で、次のとおり対応しま

す。 

ⅰ 

ア．「高度に寡占的」というのは、一般的な認識

だと思いますが、市場画定もしていない段階で

政
策
に
反
映

基
本
方
針

実
施
細
目

情
報
収
集

市
場
画
定
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競
争
状
況

の
分
析 

評
価
結
果

の
公
表



- 13 -

 

ウ 「サービスレベルでの競争が日本ではなぜ限定的なのか」（p.20）について、

「日本におけるサービスレベルでの競争の状況はどうか」と修正すべきと考

えます。 

エ 「モバイルコンテンツビジネスは、常に携帯電話事業者の強い影響下に置

かれてきた」「傘下で享受する利益が大きい分、傘下にいない事業者の不満に

つながっていた」（p.31）について、削除すべきと考えます。 

また、「携帯電話事業者は（略）必然的にＣＰのビジネスモデルに干渉、影

響する」（p.31）について、「携帯電話事業者は（略）ＣＰのビジネスモデル

に影響する」と修正すべきと考えます。 

 

ⅱ ＩＰ電話 

  ア 「利用者からすれば代替性の高いサービスとみなされ、代替が進むのか」

（p.22）について、「利用者からすれば代替性の高さはどの程度か」と修正す

べきと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

あえて言及する必要はありません。他の表現に

修正します。 

イ．「下方硬直的」というのは、論点として挙げ

るのに不適切とは思いません。もっとも、言及

の必然性もあまりありませんから、他の表現に

修正します。 

ウ．サービスレベルが限定的であるということは

分析するまでもない事実であると認識してい

ます。まして中立かどうかとは関係ありませ

ん。この点について誤りがあるということであ

れば、今後の分析の中で反論してください。 

エ．今回はモバイルコンテンツビジネスの市場を

直接の分析対象としていません。ここは、ＣＰ

と携帯電話事業者の少なくとも歴史的な関係

について、我々の理解を示したものです。した

がって、この点について理解に誤りがあるとい

うことであれば反論いただければ議論してま

いります。なお、一部表現を改めます。 

ⅱ 

ア．論点としては不適切とは思いません。 

  【総論】 

移動体通信の競争評価に際し、総じて、以下のとおり考えております。 

ⅰ 日本の移動体通信は急激な技術革新により競争が促進されてきました。より

周波数効率に優れ、利用者の利便性向上に繋がる新システムを短期間に導入し

てきた経緯があり、これに係る莫大な設備投資費用を早期に回収するために、

移動体通信各事業者は、より多くの契約者獲得を目指し、料金値下げやサービ

ス内容の差別化を通じた激しい競争を展開してきました。モバイルインターネ

ットの急速な普及や高機能な端末の普及を実現し、世界最先端のサービスを提

供するに至ったのは、こうした競争が有効に機能したことによるものです。 

 

ⅱ 移動体通信はページャーやＰＨＳを含め、非常に激しい競争を経て、その結

果として、お客様に選択された事業者が現在生き残っているのであり、当初よ

り限られたプレイヤーで競争していたのではありません。その上、技術革新と

 今後の分析、評価の参考とさせていただきま

す。 

なお、「お客様は移動体通信サービスを利用す

る際に、端末やコンテンツ等も含めたサービス全

体を総合的に勘案した上で事業者を選択してい

る」という点を踏まえて、端末に関する情報やコ

ンテンツに関する情報を必要としています。 

 また、「世界最先端のサービスを提供している

ことから（中略）諸外国の事例にとらわれない進

め方が適当」という御意見については、「とらわ

れる」ことはありませんが、事例は大いに参考に

します。海外の事例におけるどのような点が日本

にとって参考にすべきでないのかについて具体
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ともに、これまでも複数回にわたり、新たに周波数の免許が付与される等、行

政により、適切に参入機会が確保されてきたところです。 

 

ⅲ お客様は移動体通信サービスを利用する際に、端末やコンテンツ等も含めた

サービス全体を総合的に勘案した上で事業者を選択していることから、競争評

価ではこの点を考慮すべきと考えます。 

 

ⅳ 日本の移動体通信は、世界最先端のサービスを提供していることから、競争

評価にあたっては、昨年度の競争評価と同様、諸外国の事例にとらわれない進

め方が適当と考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

的に御意見をいただきたいと思います。 

５－１ 分析、評価における論点 
１９  ＜原文＞ 

Ｐ１９・５－１『競争評価の基本は、過去のデータに基づき今日の競争状況を分析、

評価するところにある（review）。しかし、今日の競争状況と過去のそれをつないだ
延長線上に将来の競争状況を描くには様々な環境変化等を勘案しなければならず、

定性的な分析であってもそうした状況の変化を展望することも政策立案にとって有

益である。（preview）』 
 
ご指摘の通り、将来の展望は、今後の規制等を議論していく際に有用であることは

理解できるが、競争評価にあたっては透明性、客観性を高めるため現在と将来の展

望を明確に分けて行っていただきたい。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 御指摘のとおり、できる限り「現在と将来の展

望」を分けて整理したいと考えます。 

 

 

１９  ＜原文＞ 

Ｐ１９・５－１『競争評価の基本は、過去のデータに基づき今日の市場の競争状況

を分析、評価するところにある（review）。しかし、今日の競争状況と過去のそれを

つないだ延長線上に将来の競争状況を描くには様々な環境変化等を勘案しなければ

ならず、定性的な分析であってもそうした状況の変化を展望することも政策立案に

とって有益である（preview）。』 

 

① 上記下線部に対し、例えば、「③番号ポータビリティ」「④３Ｇ普及に伴う変化」

「⑤携帯電話のＩＰ化」（p.20）等のような項目について、具体的にどのように分

析するのかが不明確です。 

 競争評価如何にかかわらず、政策決定は、時々

の問題に対して行われています。「恣意的に下さ

れる可能性」を懸念するのであれば、どのような

データを用いれば客観性が増し、政策決定が透明

化するのかを事業者の立場から考え、競争評価の

作業に反映することでその可能性のリスクを少

なくするよう努めるべきと考えます。 

 「どのように分析するのか」ではなく「このよ

うに分析すべき」というのが競争評価の実施方法

を定める実施細目（案）の意見募集に対する意見
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客観的データがまだ存在していない状況では、競争状況の評価を恣意的に下さ

れる可能性もあることから、各項目につき、そもそも今年度に分析すべき項目で

あるのか否かも含め、分析の進め方について、十分な議論が必要と考えます。 

 

② 「①料金」（p.19）については、激しい競争を通じて、各事業者が様々な料金プ

ランを提供することで個々の利用実態に適した料金を選択可能にしています。さ

らに、現在も様々な割引料金を提供する等の努力を継続しており、実態として、

利用者料金は大幅に低下しています。 

また、利用者の視点に立てば、月々の料金に加え、新たに加入する場合の費用、

端末を買い換える場合の費用も重要なサービス性の判断要素であり、当社はこう

した一時的費用と月額料金の負担のバランスをとることが、利用者利便の観点で

最も重要であると認識しています。 

 

③ 「③番号ポータビリティ」（p.20）については、当社は、２００６年度早期の導

入に向けて積極的な取組みを推進しています。番号ポータビリティの導入により

顧客流動性が高まる中で、各種サービス水準の向上に向けた競争は、一層進展す

ると考えます。 

なお、競争下において自社サービスを継続してご利用いただくためのサービス

水準向上も重要な競争要素であると考えます。例として端末機能の向上が番号ポ

ータビリティの効果を減殺されるのではないかとの問題提起がなされています

が、端末機能の向上は利用者の利便性を向上させるものであり、最終的には利用

者が判断するものです。 

 

④ 「④３Ｇ普及に伴う変化」（p.20）については、当社は、従来よりコンテンツプ

ロバイダの自由裁量によるコンテンツ開発を可能とし、創意工夫による魅力ある

コンテンツ作りを支援してきました。また、当社が率先して導入した定額制料金

の普及により利用率が大幅に増加することは、更なるコンテンツの充実・発展、

またコンテンツプロバイダ間の一層の競争促進に繋がるものと考えます。 

なお、「例えば、自社や関連会社がコンテンツやアプリケーションの開発・充実

を急いでいることが、電気通信事業者とコンテンツプロバイダ（以下「ＣＰ」と

いう。）の関係に変化をもたらすか。」とありますが、文章の意図が不明のため、

ご説明いただきたいと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】

に期待する内容です。 

 

各論点については、今後の分析に当たって、他

の事業者の意見と併せて参考にしていきます。た

だし、「実態として、利用者料金は大幅に低下」

しているとの御意見等については、具体的なデー

タがなく、また何に対して大幅なのか不明です。

それを示すデータの提示をお願いします。 

  

なお、「文章の意図が不明」との指摘について

は、該当箇所を次のように修正します。 
「例えば、電気通信事業者が自社や関連会社でコ

ンテンツやアプリケーションの開発・充実を進め

ることは、コンテンツプロバイダ（以下「ＣＰ」

という。）との関係にどのような影響を及ぼす

か。」 
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１９  実施細目（案）においては、「現状にあって、事業者間の競争がどの程度機能して

いるのかがそもそも明らかではない。周波数の有限性などの制約のある市場は高度

に寡占的で、とりわけ新規参入が困難な状況を前提とした事業者間の競争が有効に

機能しているのか、あるいはこれからどう変化していくのかは、今後の政策論議に

とっても大きな関心事である。」とあり、現状の移動体通信市場の寡占状況に一定の

考慮を行っているものの、基本的には現状の４事業者の中での競争、もしくは無線

ＬＡＮ等との競争に焦点を当てたものとなっております。寡占であることによる競

争の状況について、更なる分析を行う必要があると考えており、具体的には、実施

細目（案）に示されたような固定電話の料金低下や国際的な料金水準との比較の他

に、以下の分析項目を加えるべきと考えます。 

① 諸外国における競争事業者数や電波割当等の参入障壁と料金低下との関係 
② 他サービスにおける競争事業者数や参入障壁撤廃の推移と料金低下の推移との
比較 

【日本テレコム株式会社】

 あらゆる分析項目を網羅することはかなわな

いので、特に主要な項目について収集できる限定

的なデータを基に分析を進めることになります。

諸外国や他サービスとの比較を厚くすべきとの

御意見については、両者は、必ずしも他の項目を

押しのけるほどの事項ではないと考えます。もっ

とも、その分析が競争状況に関し重要な示唆を提

示する可能性を否定するものではありませんの

で、具体的なデータや学術的なデータや研究成果

等があるのであれば提示してください。 

１９  実施細目（案）においては、携帯電話のＩＰ化やブロードバンド回線を用いたイ

ンターネット接続サービスを利用しない者へのＩＰ電話の浸透の可能性等、技術に

着目した分析項目が中心となっております。しかしながら、技術はサービス提供の

手段であって、ユーザーにとって重要なのはサービスの内容であると考えます。例

えば、電話サービスであっても、すべて交換網を利用している場合と、一部ＩＰ網

を利用している場合とがあり、異なる技術を用いておりますが、エンドユーザーか

ら見たサービスには大きな違いがありません。技術の考慮は、技術基準の策定や産

業振興における政策決定には重要な判断基準となりますが、規制に関する政策決定

においては技術的中立性の確保が重要であり、技術の違いに着目した分析に終始す

ることのないようにすべきと考えます。 

【日本テレコム株式会社】

 「技術の違いに着目した分析に終始することが

ないようにすべき」という御意見に賛同します。

一方で、ＩＰ電話の分析を進めるのにまず技術的

条件についての理解が共有化できていないとサ

ービスに関する経済的あるいは法律的な議論が

深まらないと考えます。ＩＰ電話については、ま

ず分析の礎を固めるところから始める必要があ

ると考えます。 

 

１９  実施細目（案）においては、「今日の競争状況と過去のそれをつないだ延長線上に

将来の競争状況を描くには様々な環境変化等を勘案しなければならず、定性的な分

析であってもそうした状況の変化を展望することも政策立案にとって有益である」

とあり、分析項目は３ＧやＩＰ電話のビジネスモデルの展望等、将来の競争状況に

関する分析に焦点を当てたものが中心となっております。しかしながら、実施細目

（案）にもあるように、「競争評価の基本は、過去のデータに基づき今日の市場の競

争状況を分析、評価するところにある」と考えます。産業振興に関する政策決定に

おいては、将来的展望が重要な判断材料となる場合もありますが、競争評価は規制

 競争評価の基本は現状の分析にあります。ただ

し、規制に関しては、何を目的とする規制かによ

り差違があります。例えば、反競争的行為の取締

りであればその行為がなされた時点の市場の状

況が問題になるのに対し、接続ルールやユニバー

サルサービス基金拠出などは市場におけるある

程度の競争の展開を視野に入れて政策決定すべ

き性格のものと考えます。 
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に関する政策決定のベースとなるものと認識しており、規制に関する政策決定にお

いては、現状の競争状況が判断の中心となるものと考えます。 

【日本テレコム株式会社】

１９  ＩＰ電話は、インターネット接続サービスと共通の加入者回線やネットワークを

利用する場合が多く、両者には共通の競争促進要因や競争阻害要因が多くあると考

えます。したがって、昨年度のインターネット接続の競争評価において分析・評価

された競争促進要因および競争阻害要因について、同様の分析・評価を行うべきと

考えます。具体的には、競争促進要因については、ドライカッパ・ラインシェアリ

ング・ダークファイバの開放やコロケーションルール等の政策と現在の競争状況と

の関係、競争阻害要因については、加入電話等からの支配力の梯子の有無や営業面

でのファイアウォールの有無と現在の競争状況との関係について、分析・評価を行

うべきと考えます。 

【日本テレコム株式会社】

 昨年度における分析、評価対象については、そ

の枠組みをそのままとしつつ、変化した事情を基

に昨年の分析結果を修正します。ＩＰ電話がブロ

ードバンド上で提供されるからといって、改めて

昨年の分析を同じように繰り返すことはしませ

ん。むしろ、昨年分析したＣＡＴＶやＦＴＴＨと

の相関的な関係に分析の中心があります。もちろ

ん、ＩＰ電話がＡＤＳＬやＦＴＴＨの上で提供さ

れる場合にはＡＤＳＬやＦＴＴＨの競争状況と

ＩＰ電話のそれが密接に関係するので、昨年度の

分析の基礎の上に分析を進めることになります。 
５－１－１ 移動体通信 

１９  ・ 「平成１６年度は･･････次のような事項を念頭に置きつつ分析・評価を進めてい

く。」として挙げられた各論点について、以下のように考えます。 

① 市場の成熟 
ご指摘の通り携帯電話市場は成熟期を迎えるため、競争環境も大きく変化するこ

とが予想されるため、これまでのトレンドのみに惑わされることなく、将来の動

向を見据えた評価を行うことが重要となります。 

② 料金 
料金については、国際比較のみならず、競争的な他サービスとの比較など多面的

な分析が行われることを期待します。 

③ サービスレベルの競争 
サービスレベルの競争が限定的な理由についても、海外との制度的な比較など

多面的で十分な分析が行われることを要望します。 

④ 公衆無線ＬＡＮとの関係 
公衆無線ＬＡＮの現状についても調査が行われ、携帯電話との競争関係など

についても検証が行われることを期待します。 

・ また、評価に当たって次のような観点も勘案していただけることを希  望

します。 

 市場拡大が見込まれるＢＷＡ（ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス）へ

 御意見も参考にしつつ、競争評価を行いたいと

考えます。なお、貴社の場合、携帯電話のサービ

スに関する情報はともかく、固定系サービスにつ

いては共有すべき事実に関する情報を有してい

ると思われるので、より具体的な情報の提示を期

待します。 
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のソリューションとしての市場の可能性 

 他サービス（ＡＤＳＬや放送など）とのシナジーの実態と可能性 
【イー・アクセス株式会社】

１９ （１） ・事業者、サプライヤー、コンテンツプロバイダー間の垂直的関係は、いずれの市

場参入者も支配力を有していなければ、反競争的ではないと考えます。こうした

垂直的関係は明らかに事業者間の競争や3Gサービスの急速な成長に貢献してきて

いるものと考えます。 

・弊社は、事業者、端末メーカー、コンテンツプロバイダー間の競争的関係は市場

が成熟するにつれて、急速に発展し続けるだろうということに意見を同じくしま

す。今日の競争問題として認識されるものがある場合、それは市場原理によって

今後解決されるものと思われます。すなわち、先見的な見方をする必要があると

いうことです。 

・急速に発展するハイテク市場における規制介入は、市場を侵害し、投資を減少さ

せ、技術革新を遅らせ、長期的には消費者にとって不利益を与えるという高いリ

スクを招くものと考えます。また、その規制介入によるメリットがコストを上回

るという明白な証拠がなければなりません。 

【ボーダフォン株式会社】

 貴社の主張を裏付けるために共有できる情報

はないのでしょうか。貴社にとって「明らか」な

ことも広く社会一般が共有する認識ではない場

合に、具体的なデータを提示するなどして社会的

合意形成を促すべきです。 

 

 

 

１９ （２） 携帯電話料金は下方硬直的である 

 

＜原文＞ 

Ｐ１９・５－１－１（２）『もっとも、現状にあって、事業者間の競争がどの程度機

能しているのかがそもそも明らかではない。周波数の有限性などの制約のある市場

は高度に寡占的で、とりわけ新規参入が困難な状況を前提とした事業者間の競争が

有効に機能しているのか、あるいはこれからどう変化していくのかは、今後の政策

論議にとっても大きな関心事である。』 

 

「有限稀少な電波」を電波免許制度の中で取得する必要のある携帯電話事業への

新規参入に対するハードルは非常に高いものと考えます。結果的に前項に示した通

り、上位３社グループ（NTT ドコモ、KDDI、Vodafone）により集中度が極めて高くな

っている携帯電話市場においては料金が高止まりしています。 

実際に、当社では２GHz 帯域の未使用部分（ガードバンド）の開放を求めて、昨年

１０月に総務大臣に要望書を提出し、参入の意思を強く表明していました。しかし

結局、割当てを受けたのは既存事業者だけでした。また、先頃パブリックコメント

 競争評価は、現にある市場の状況と近い将来の

それをできるだけ客観的なデータをもって明ら

かにし、それを関係者が共有しようとするもので

す。周波数政策の調査を行うものではありませ

ん。御意見のような点は周波数の利用方策に関す

る議論として別に議論の場があります。 
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の募集が行われた８００MHz 帯再編成に伴うＩＭＴ－２０００用周波数の新規割当

方針案（http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040806_2.html）においても、新規

参入事業者への意思確認や公正な比較審査を行わず、行政当局の独断で２GHｚ帯に

余力を持つ既存２社への割当方針案を出しています。この様な手続きが繰り返され

る限り、携帯電話市場に有効な競争状況はもたらされません。また、新規参入は携

帯電話の市場規模が２００万台程度であった１９９４年から４０倍の８,０００万

台規模になった現在まで１０年間行われておらず、この意味においても参入障壁が

あると言わざるを得ません。 

競争評価に当り、電波割当行政そのものに公正且つ客観的な調査を実施し、新規

参入障壁の存在を明らかにしていただく様に希望します。 

【ソフトバンクＢＢ】

１９ （２） 近年における我が国の通信市場で特筆すべきことの一つに、ADSL の急速な普及を

挙げることができる。これは、通信市場における規制改革が奏功した例であり、有

線通信網を保有する通信事業者に対して、通信網を保有しない事業者への通信網の

開放を義務付けたこと、および開放する際の接続ルールを明確化したことが起爆剤

となったと考えられる。会社や家庭へのブロードバンドの普及、およびそれを利用

した IP 電話の普及等が国民生活に及ぼす影響は計り知れない。 

一方、無線通信分野は、未だに規制改革が進んでいない。2000 年 12 月 21 日の「接

続ルールの見直しについて」の第一次答申では、「移動体通信事業者の設備は、加

入者回線を含め自ら設備を構築して全国にエリア拡大を行っている事業者が複数存

在すること等から、指定電気通信設備とは捉えない」として、無線通信網は接続ル

ールの対象外とされた。2002 年 6 月 11 日に公表された「MVNO に係る電気通信事業

法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」（以下、MVNO ガイドライン）は、

無線通信の規制改革の大きなステップとして評価される一方で、有線通信分野にお

いて規定された有線通信網の開放義務化や接続のルール化まで踏み込んでおらず、

実効性の面での不足感が否めない。 

 

無線通信分野は、主に携帯電話事業者が中心となって急速な成長を遂げてきたが、

その成長の原動力はコンシューマ市場であり、その結果一人一台に近い普及率を実

現している。特に携帯電話の音声通話のみならず、NTT ドコモの iモードを始めとし

たデータ通信の活用も著しい進展を遂げており、世界の市場の中でも競争力の点で

リーダーシップを保持している。しかしながら、携帯電話事業者がコンシューマ市

場に重点を置いて事業展開してきていることから、法人市場における無線通信の活

 ＭＶＮＯは、移動体通信市場の競争状況を分析

する際の注目点の一つであり、その旨は平成１６

年度の実施細目にも記載しています。 

 ＭＶＮＯとＭＮＯの技術的、経済的、法的な関

係等が必ずしも明らかでないので、分析作業はそ

うした事実関係が明らかになるよう関係の事業

者に協力いただきながら進めてまいります。 
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用が、その潜在的な市場性に比して進んでいない。 

 その原因の一つは、コンシューマが携帯電話の端末を使用して電子メールや情報

閲覧等を行うことで無線データ通信を活用しているケースが多いのに対し、法人が

要望する無線データ通信は、PC や PDA 等の情報機器を使用して、社内の情報ネット

ワークに接続することを主眼とするためである。携帯電話端末に内蔵されているブ

ラウザ機能等を利用した無線データ通信は、携帯電話事業者がその全てを開発し、

提供することが可能であるが、PC や PDA 等の使用を前提とした場合、無線データ通

信の技術に加え、PC や PDA 等の機器に関する技術やネットワーク技術が求められ、

携帯電話事業者一社が提供できる範囲を超えてしまう。その意味では、法人向け無

線データ通信サービスは、無線データ通信技術と IT 技術との組み合わせや融合によ

って成立する分野と言えよう。 

 

一般に、法人向けの技術関連サービスや製品の提供は、法人顧客とメーカーとの

間に、その仲立ちになる存在が必要となるのが通常である。コンピュータ業界を見

ると、法人が要望するシステムニーズに対して、コンピュータメーカーや周辺機器

メーカーが供給する製品やサービスを基に、法人ニーズに合わせたソリューション

を設計し、構築し、提供する業者であるシステム・インテグレータ（以下、SI）が

極めて重要な役割を果たしている。コンピュータの法人での活用は、SI 業者抜きで

は発展しなかったということに異論を挟む人は少ないと思われる。 

無線データ通信の分野においても、無線通信の技術を熟知し、さらに IT 技術等の

関連技術を駆使して、各法人が求めるソリューションを構築し提供する極めて重要

な役割は、両技術を熟知したＳＩのような業者に開放することが必要であり、そこ

に MVNO の制度の存在価値があると考える。このことは、今日の段階における MVNO

事業への参入業者の大半が、法人向けの IT 関連技術のサービスや製品を提供してい

る企業であることにも表れている。 

 

MVNO ガイドラインは、上記のような考え方を推し進めるための契機となり、MVNO

事業への参入を事実促したが、通信インフラを保有する移動体通信事業者（以下、

MNO）が保有する無線通信設備の開放の義務付けや接続のルール化を伴っていないた

め、一社を除く他の MNO は、MVNO を認めていない状況が今日でも続いており、MVNO

ガイドライン制定当初の目的を達しているとは言い難い状況である。 

基本方針案２－２及び実施細目案２－２－２でなされる法人の利用動向調査の結

果を期待するところである。 
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今日の携帯電話市場における世界的リーダーシップを梃子に、我が国が無線データ

通信分野、特に法人市場におけるその活用の分野においてリーダーシップを確立す

るためには、今こそ、MNO と MVNO との接続をルール化し、接続を義務付けることが

通信行政の役割と考える。 

【日本通信株式会社】

１９ （２） ・諸外国の事例から移動体通信業界は、一般的に自然寡占状態であると考えられる

べきです。これは、周波数の制限によるものではなく、最適な競争が事業者 3社

あるいは 4社で達成されるというこの業界特有の経済的特性によるものです。   

・第 1章及び 2.1 項では、移動体通信業界においては、業界が成功するためには、

活発な価格競争と持続的な投資と技術革新とのバランスが必要であることを見て

来ました。移動体通信ビジネスにおける投資プロファイルでは、新商品や新サー

ビスへの持続的な投資の為には、25-30％の市場シェアが最低限必要と考えられて

います。  

・国際的な事例では、事業者数が 3社あるいは 4社の市場は、5社あるいは 6社の市

場と同じくらい価格において競争的となっています。しかしながら、事業者数が 5

社あるいは 6社の移動体通信市場は、3社あるいは 4社の事業者数の市場ほど技術

革新は達成されていません。 

【ボーダフォン株式会社】

 「移動体業界は、自然な寡占状態だと考えられ

るべき（中略）周波数の制限によるものではなく、

最適な競争が事業者３社あるいは４社で達成さ

れるというこの業界特有の経済的特性」、「新商品

や新サービスへの持続的な投資の為には、２５％

～３０％の市場シェアが最低限必要」という御意

見や、「事業者数が５社あるいは６社の移動体市

場は、３社あるいは４社の事業者数の市場ほど技

術革新は達成されていなません」という御意見に

ついては、その根拠を共有できるよう具体的なデ

ータを併せて提示してください。ある一定の事業

者数を超える事業者参入は国民の利益にならず、

その数は３社か４社であるべきという御意見も、

一般的に流布している考え方ではないと思いま

すので、主張の経済学的な正当性を示してくださ

い。 
１９ （３）

① 

＜原文＞ 
Ｐ１９・５－１－１（３）①『料金メニューが増大しているが、固定電話の料金低

下に比べて料金が下方硬直的なのではないか。』 
 
携帯電話市場では激しい競争の中でユーザニーズに応じて様々な料金プランを提供

しているほか、ファミリー割引など多くに割引サービスを導入してきているところ

であり、単純に固定電話の料金と比較できるものではない。 
従って、固定電話の料金との比較を前提に分析・評価にあたることは、結果が恣意

的になるおそれが生じ客観性に欠くものと考えられるため、削除するべきである。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 「料金の下方硬直性について固定電話と比較す

べきではない」という御意見ですが、単純に料金

比較できないのであれば、たとえ複雑でも料金水

準の変化を何らかの基準をもって客観的に示す

努力は必要と考えます。平成１６年１０月１５日

のカンファレンスの議論は有益であったと思い

ます。客観的なデータに基づく議論の場を今後も

設けたいと考えています。 

１９ （３） ＜原文＞  「料金の下方硬直性について固定電話と比較す
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① Ｐ１９・５－１－１（３）①『国際的な料金水準と比較してどうか。』 
 
携帯電話の料金は、通話料を含んだパッケージ型のプランが主流になっており、そ

のプランも多くのバリエーションがあること、また様々な割引サービスがあること

から、単純に比較するべきではない。 
なお、御省より発表された「平成１５年度電気通信サービスにかかる内外価格差に

関する調査」（H16.8.31発表）においては、一定の前提のもとに、日本（ドコモ）の
携帯電話の料金は、「欧米の料金と比較して安くなっています。」と報告されており、

料金水準は、諸外国と比較して遜色のない水準であると考えている。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

べきではない」という御意見ですが、単純に料金

比較できないのであれば、たとえ複雑でも料金水

準の変化を何らかの基準をもって客観的に示す

努力は必要と考えます。平成１６年１０月１５日

のカンファレンスの議論は有益であったと思い

ます。客観的なデータに基づく議論の場を今後も

設けたいと考えています。 

１９ （３）

① 

＜原文＞ 

Ｐ１９・５－１－１（３）① 

『 ・ 料金メニューが増大しているが、固定電話の料金低下に比べて料金が下方硬直的

なのではないか。 

・ 国際的な料金水準と比較してどうか。 

・ ＮＴＴ東西の加入電話・ＩＳＤＮ発携帯電話着の通話における発信側 

事業者（中継事業者を含む。）による料金設定の導入によって料金は低下したか。』 

 
（ア）携帯電話料金は国際的に高い水準にある 

携帯電話料金の内外価格差については別添の、平成１６年５月２１日に内閣府が公表

した平成１６年度版国民生活白書（添付資料①）が示す通り、国際的に比較して日本の携

帯電話料金は高くなっています。 

 しかし平成１６年８月３１日に総務省が公表した携帯電話のパッケージプラン料金に関

する内外価格差調査では「各国間の料金の単純な比較は困難であるが、東京は比較対

象サービスの中では安い水準になっている。」とコメントされています。この調査では比較

しているパッケージの無料通話時間が異なるため日本の料金が安く見えますが、前記の

基本方針２５ページ 第四章 ４－２－２ （６）引用にあるように各国ごとに条件の差がある

ため、単純な比較はするべきでなく、その結果は意味の無いものです。（添付資料②）ま

た、比較しているパッケージでは日本のみ複数回線契約時の割引（NTT ドコモのおはなし

プラス L のファミリー割引）を適用しており、日本の料金を意図的に安く見せていると言わ

ざるを得ません。（添付資料③④） 

現状の携帯電話の利用状況を分析するに当たっては電話以外のインターネット利用の

急増を考慮する必要があります。また、携帯電話料金が高いか安いかの判断は特定の割

 具体的なデータを示しての御社の御意見を歓

迎します。分析における参考にさせていただきま

す。このうち総務省の公表資料等などについてい

ただいた意見等については、以下のとおり回答し

ます。 

 

（ア）について 

各国のサービス提供条件は様々であり、内外価

格差の大小は必ずしも一概には言えないことか

ら、内外価格差調査の結果は指標の一つとして捉

えることが適切であることは、調査結果の中で述

べているとおりです。その上で、内閣府と総務省

の調査への言及については、事実関係は次のとお

りです。 

 

国民生活白書における日本の携帯電話料金は、

無料通話時間のない基本料と通話料の単純合計

のプランで計算されており、割引を全く考慮して

いません。このため、パッケージプランにおける

割引料金の採用や平均利用時間といった、日本の

携帯電話の使用の実情が反映されていません。ま

た、各国の料金計算でもパッケージプランを用い

ているものと、そうでないものがあるなど選定基
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引価格（パック料金等）の大小ではなく実際に携帯電話に支払う金額を基に行うべきです。

加入者の立場で考えると音声の代用として、メールその他の利用に変化しているのであ

り、実際に各人が支払う総額が高いか安いかが重要な判断基準になります。その意味で

携帯電話事業者が公表しているARPU(加入者1人当りの月間平均収入)は正に加入者か

ら見ても携帯電話料金が高いか安いかの判断基準になります。 

各国事業者別年間 ARPU 比較（添付資料⑤）においては日本の携帯電話事業者の

ARPU が突出して高くなっています。これは詳細調査前の現時点において、各社公表デー

タから携帯電話料金が高いか安いかを客観的に比較し得る唯一の方法です。また、NTT

ドコモの２００４年３月期決算資料によると mova＋FOMA の総合パケット ARPU は月間

1,970 円であり、添付資料⑤の NTT ドコモの年間 ARPU から総合パケット ARPU 分を引く

と音声通話相当の年間ARPUが約 71,000 円（95,000－1,970×12）となりますが、この値で

さえも日本に次いで ARPU の高い Verizon Wireless（米）の 67,000 円（データ通信分含む）

より高い水準です。 

（イ）携帯電話料金は固定電話料金と比較して下方硬直的である 

固定電話と携帯電話の料金低下率に顕著な差が生じている例として、当社参入以降に

活発な料金競争が行われている固定電話回線を利用したデータ通信料金と携帯電話の

パケット通信料金の低下率を比較しました。 

 

 （ⅰ） 固定電話回線を利用したデータ通信の場合、ダイヤルアップのインターネットの伝

送速度が１９９６年４月に５６Kbps であったのに対し、２００４年９月現在のソフトバンク

BB（ADSL ５０M）の伝送速度は約９００倍に拡大しています。一方、料金面ではダイ

ヤルアップの 4,400 円に対して ADSL ５０M は 2,900 円で約３５％低下しています。ま

た、２０００年７月の初期ADSLと２００１年１１月（ソフトバンクBB ADSL ８M）を比較す

ると料金が短期間に約３分の１に低下しています。（添付資料⑥）更に、一人当たりの

データ通信単価推移という視点で捉えると、ADSL 以前のアナログ及び ISDN 環境と

最新の ADSL 環境との比較では、データ通信量は約２３０倍に増加し、通信単価/MB

は約４００分の１に低下しています。（添付資料⑦） 

 

（ⅱ） 携帯電話の通信速度とパケット料 ARPU の関係においては、NTT ドコモの mova

と FOMA を比較すると、FOMA は mova に対し加入者一人当たりのパケット利用量が

約９倍に増加しているにも拘わらず、パケット単価は約５分の１に低下しているに過ぎ

ません。（添付資料⑧） 

準が統一されていません。 

 

内外価格差調査については、日本の平成１４年

度の携帯電話の月間平均利用時間（約１１０分）

に最も近い通話料金を組み込んだパッケージを

各国事業者のパッケージから選定しています。な

お、日本のパッケージ料金は、基本料と一定金額

（円）の無料通話がパッケージ化されているのが

一般的であり、無料通話時間を計算する際に昼間

料金を用いて計算をすると一般的な利用者の無

料通話可能時間に比べて短い時間が算出される

こととなるので、一定時間（分）の無料通話をパ

ッケージ化しているような国と比較する場合に

はその差異に留意する必要があります。 

日本のみ複数回線契約時の割引を適用してい

るとの御指摘については、本年３月から、一括請

求が加入条件だった『ファミリー割引』の分割請

求での申し込みが可能となったことによるもの

です。これにより、家族が離れて住んでいても割

引を受けられるようになり、加入率も個人利用者

のほぼ３分の２に達しています。３分の２が加入

しているサービスはもはや標準的なサービスと

考えられるので、内外価格差調査においても今年

から『ファミリー割引』を適用するようにしまし

た。なお、海外の事業者には、本調査時に最適な

サービスメニューについて個別にヒアリングを

行っており、その結果を踏まえた結果の取りまと

めです。 

 

なお、添付資料④において、単位時間（分）当

たりで東京のパッケージプラン料金はニューヨ

ークのそれの３倍近いとの比較がありますが、米

国では発信時だけでなく着信時にも無料通話時



- 24 -

 

 

（ⅰ）及び（ⅱ）項の分析結果より、当社は携帯電話料金の価格が下方硬直的であり、

市場が競争的状況にないものと考えます。特に（イ）‐（ⅱ）項によると、固定電話回線を利

用したデータ通信においてはナローバンドからブロードバンドへの進化に伴い、データ通

信量の増加を凌駕する価格低下が見られますが、携帯電話のパケット通信においては写

真メールや動画メール等の進化に対して価格低下が不十分であると言わざるを得ませ

ん。 

上記の分析手法を今回の競争評価に活用していただける様に希望します。特に価格水

準の国際比較においては前述の傾向をより正確に把握するために、ARPU だけでなく各

国・事業者の一加入者当りの料金請求額及びその内訳（音声・データの区分を含む）を可

能な限り詳細に調査し、分析すべきものと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

間が減るので、着信時の課金を考慮しない単純比

較は不適切です。 

 

（イ）について 

ARPU は、投資家が注目する情報で、加入者１

人当たりの収益がどれだけあるかを示す指標で

す。ユーザーが携帯電話を使用すればするほどそ

の値は高くなるもので、少なくとも料金水準を比

較する場合には不適当な指標です。 

ARPU の大きさは料金水準の高さを意味しない

ことは、例えば、米国の一人当たりが支払うガソ

リン利用代金は日本の２倍ですが、だからといっ

て米国のガソリン価格が高いわけではないのに

似ています。ちなみに米国のガソリン価格は日本

の約半額です。 

なお、ARPU を比較する場合には、日本では、

プリペイド利用者の割合が少ないことやデータ

通信サービスの利用が多いことなども考慮する

必要があります。 
１９ （３）

① 
・弊社は移動体通信の料金が長期的に見た場合、下方硬直的であるとは考えていま

せん。   
・総務省殿の内外価格差調査結果によると、日本の移動体通信の料金は諸外国と比

較して遜色ないものとなっています。 OECDと ITUの国際料金比較においても、
日本の移動体通信の料金は他の市場に比べて非常に競争的であることが示されて

います。また、日本と同じレベルの先進的な移動体通信サービスや端末補助が提

供されていない他の市場と同等あるいはそれ以上に急速に料金が値下がりしてい

ることが示されています。この点については、第 1章で詳細を示しています。 
【ボーダフォン株式会社】

 具体的なデータを示しての貴社の御意見を歓

迎します。貴社から示されたデータについては、

その事実関係も含めて、分析作業における参考に

させていただきます。このうち、総務省の内外価

格差調査を引用している点については、あくまで

一定の前提の下で比較を試みたものであって、総

務省自身は、この一事をもって「日本の移動体通

信の料金は他の市場に比べて非常に競争的であ

ることが示されている」とは判断していません。

あくまで指標の一つでしかありません。 

１９ （３）

① 
・固定発携帯着通話の平均価格は選択中継サービスの導入以降、大幅に下落してい

ます。これは、選択中継サービスの導入によって、消費者が,移動体通信事業者が
設定した料金と選択中継事業者が設定した料金とを選ぶことが可能となったから

です。図 2.3を参照してください。 

 具体的なデータを示した貴社の御意見を歓迎

します。貴社から示されたデータについては、そ

の事実関係も含めて、分析作業における参考にさ

せていただきます。 
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・2.4項で記載した通り、選択中継サービスの割合は非常に高まってきています。こ
のことは、固定発携帯着通話の分野に競争と消費者の選択の自由を導入するとい

う点において、選択中継サービス導入のメカニズムが効果的に機能していること

を示しています。 
【ボーダフォン株式会社】

２０ （３）

② 

＜原文＞ 
Ｐ２０・５－１－１（３）②『MVNO による競争の活性化が英国などでは顕著。サ
ービスレベルでの競争が日本ではなぜ限定的なのか。』 
 
諸外国との比較にあたっては、MNOによる設備投資競争、多様なサービス提供の成
果としての市場における利用状況の差異等を、適切に分析・評価するべきである。 

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 御意見の「ＭＮＯによる設備投資競争、多様な

サービス提供の成果としての市場における利用

状況の差異等」をいかにして「適切に分析、評価」

すればよいか、具体的な指標は何を用いるべきか

について、具体的な提案をお願いします。 

２０ （３）

② 

ＭＶＮＯの導入を促すことにより競争を活性化させるべきである 

 

＜原文＞ 

Ｐ２０・５－１－１（３）②『・MVNO による競争の活性化が英国などでは顕著。サ

ービスレベルでの競争が日本ではなぜ限定的なのか。』 

 

ＭＶＮＯ（仮想移動体サービス事業者：Mobile Virtual Network Operator）は、

一部には DDI ポケットのインフラ（PHS パケットサービス）を借り受けた日本通信の

データ通信サービスなどがありますが、日本では一般的には未だ馴染みの薄いサー

ビスです。電波は公共インフラであり、現状の有限稀少な電波状況の中では、割当

を受けている事業者以外が移動体通信市場の競争を活性化させる有望な手段として

ＭＶＮＯ制度を取り入れるべきです。ＭＶＮＯ制度の導入は、電波の割当を受けて

いない事業者に新しいサービス提供の機会をもたらし、国民に対するサービス競争

を促進してメリットを還元します。その為にＭＶＮＯに関しては多様なサービス事

業者の参入を促す為の総務省のガイドライン（＊１）がありますが、電気通信役務

を提供する移動通信事業者（ＭＮＯ）に対する拘束力がないので、英国の様な競争

の活性化には至っていません。この観点でＭＶＮＯに関する調査を実施し、一定の

条件の下で、特に NTT ドコモの様な市場支配的事業者に対して役務提供を義務付け

る制度を早急に導入すべきものと考えます。 

 

＊１：「MVNO に係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」

 「電気通信役務を提供する移動通信事業者（Ｍ

ＮＯ）に対する拘束力がないので、英国の様な競

争の活性化に至っていません」とありますが、Ｍ

ＶＮＯについてはビジネスの実態として進行し

ている部分があります。日本と英国の違いは単に

拘束力の有無ではありません。 
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http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020412_6.html 

【ソフトバンクＢＢ】

２０ （３）

② 

・弊社は、日本のサービスレベルでの競争が限定的だということに強く異論を唱え

ます。第 1 章で示す通り、日本の移動体通信市場はあらゆるレベルで非常に競争
的であると考えます。   
・総務省殿は、MVNO に係る明確で実用的なガイドラインを策定しています。これ
までの日本市場における MVNOの限定的な発展は、競争の欠如を示すものではな
く、高いレベルの競争により、MVNO にとっては現時点での市場参入の余地がな
いことを示すものであると考えます。今後の周波数の追加割り当てによる設備ベ

ースでの新規参入の可能性を考慮すると、現時点では MVNOの市場参入の可能性
はさらに低いものと考えられます。 
・国際的な事例では、MVNO への提供義務を課すことは上手く機能しておらず、

MVNO は技術革新を提供することができていません。日本のコンテンツビジネス
モデルは、第三者のコンテンツ・アプリケーション開発者に移動体通信利用者へ

のアクセスを提供することで、MVNO よりもはるかに成功しているものと考えま
す。 
・2.2項で詳細を示しています。 

【ボーダフォン株式会社】

 具体的な事例を示した貴社の御意見を歓迎し

ます。貴社から示された事例については、その事

実関係も含めて、分析作業における参考にさせて

いただきます。「ＭＶＮＯにとっては現時点での

市場参入の余地がない」という点で日本の市場の

特徴です。「サービスレベルでの競争」というと

きのサービスレベルというのは物理層の上にあ

る論理層での電気通信サービス間の競争を意味

しています。コンテンツ・アプリケーション層の

ことを指しているわけではありません。いずれに

せよ、資料をいただいているので、その内容を十

分検討の上で議論させていただきます。 

 

 

 

２０ （３）

③ 

＜原文＞ 
Ｐ２０・５－１－１（３）③『番号ポータビリティは、競争の活性化要因としてど

う働くか。例えば、携帯端末が様々な機能を備えるようになると、それら機能の変

更を伴うために、番号ポータビリティの効果が減殺されるのではないか。』 
 
端末が様々な機能を備えている意味合い、及び端末の機能向上を通じたサービスの

多様化競争が番号ポータビリティの導入と相伴って、顧客をより流動化させる側面

についても併せて分析・評価すべきである。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 確かに、端末の機能向上を通じたサービスの多

様化競争が番号ポータビリティの導入と相伴う

ことで顧客を流動化させる側面もあることは、そ

のとおりと考えます。御指摘の側面も併せて分析

するよう努めます。 

 

 

２０ （３）

③ 

番号ポータビリティの影響を考慮して競争評価を行うべきである 

 

＜原文＞ 

Ｐ２０・５－１－１（３）③『・番号ポータビリティは、競争の活性化要因として

どう働くか。例えば、携帯端末が様々な機能を備えるようになると、それら機能の

変更を伴うために、番号ポータビリティの効果が減殺されるのではないか。』 

 周波数の効率利用については、別に議論の場が

あります。競争評価としての関心は、番号ポータ

ビリティは現状の市場の競争を大きく活性化す

ることになるのかどうかという点です。 
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携帯電話の番号ポータビリティ制度が始まれば、既存加入者は電話番号を変えず

に自由に新規参入事業者に加入変更できるため、既存事業者の収容加入者数を既存

周波数帯に確保する必要性はありません。寧ろ、アンケート調査（＊２）による事

業者変更の動向を考えると８００ＭＨｚ帯でサービスを受けている６,０００万人

の加入者のうち少なくとも約３割に相当する１,８００万人は、事業者を変更したい

と考えています。従って、前述の周波数再編成において、既存事業者の現有加入者

を全て同一の事業者が収容する必要は全く無く、寧ろこの機会に新規事業者の参入

を促して加入者の選択の幅を広げておくべきものと考えます。周波数割当に関する

参入障壁の評価に当たってはこの番号ポータビリティの影響を十分に考慮する必要

があります。 

 

＊２：本年8月 24日から 26日にかけて、インフォプラント社、C-NEWS社、ソフトバンク

パブリッシング社が共同実施したアンケート調査によると、番号ポータビリティが

開始されたら「サービスを利用したい」ユーザーが被調査者全体の 27.5％、「でき

れば利用したい」ユーザーが 29.7％という結果が出ている。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

２０ （３）

③ 
・MNP は日本の移動体通信市場では大幅に競争を増加させる可能性があります。弊社

は MNP 導入を最も積極的に支持して来ました。 

・しかしながら、国際的な事例では、利用者にとって事業者変更の手続きが容易で、

かつそのコストが手頃なものである場合のみ MNP は機能しています。また、支配

的事業者が他事業者に MNP 費用の負担を強要しないようにすることも重要な要素

です。 

・MNP の導入は、導入当初、相当なコストと運用の負担を業界に課すこととなります。

国際的な事例では、MNP の導入当初において短期的に価格競争と獲得競争が望まし

くなくかつ持続不可能なレベルにまで引き上げられ、その状態が中期的に市場が

落ち着くまで継続されることが示されています。  

・今後の競争状況を検討する際に、業界におけるこうした不安定な「急上昇」要素

を考慮することは重要であると考えます。 

【ボーダフォン株式会社】

 御意見の「急上昇」というのが何の急上昇なの

か不明ですが、番号ポータビリティ制度の導入に

よって発生する導入当初のコストと運用負担の

上昇を指すようにも思われます。このような要素

を競争状況を検討する際に考慮すべきというの

は、具体的にどのようにすべきということなの

か、具体的に御提示下さい。 

２０ （３）

③ 
・MNP の目的は競争促進であり、競争には静的な競争（価格）と動的な競争（技術革

新）の両方があるものと考えます。  

 御意見は、参考とさせていただきます。 

 



- 28 -

 

・端末の機能は日本の移動体通信業界の競争において重要なドライバーとなってい

ます。これこそが、日本が世界で最も技術革新的な移動体通信市場を誇り、諸外

国から移動体通信テクノロジーのグローバルリーダーだと認識されている理由で

す。  

・従って、各事業者独自の端末機能は番号移転の障害であると考えるべきではなく、

技術革新ベースの有効な競争の産物であると捉えるべきです。諸外国も、日本の

このビジネスモデルから離れるどころか、このモデルに向かって進んでいる状況

です。 

【ボーダフォン株式会社】

２０ （３）

③、⑦

一概に MVNO と言っても、その在り様には様々な形態が考えられる。無線通信サー

ビスの単なる再販に近い形態から、無線通信にかかわる様々な付加価値サービスを

提供し、付加価値が主で無線通信サービスが従である形態まで、各 MVNO がそれぞれ

特異の位置にポジショニングできると考えられる。そして、その位置により、MNO と

の接続方式も異なる。なぜなら、付加価値サービスを生む出すためには、それを実

現するのに必要となる接続方式が必須となるからである。一方で、付加価値サービ

スを提供しない MVNO には、そのような接続方式は不要であるばかりか、コスト増の

要素になってしまうこともありえる。 

以下では、様々な付加価値サービスを生み出し、提供していくことを主眼におい

た MVNO に必要となる接続要件について記述する。 

 

１． 技術要件 

 

（１）発番認証（発信番号による接続認証） 

移動体通信のデータ通信端末は、携帯電話あるいは PHS の端末であるため、電

話番号を保有している。この電話番号で発信を行うことでデータ通信の開始を試

みるが、その際、発信した電話番号（発番）情報を MVNO 側で認識し、認証するこ

とが可能となる接続技術が必要である。 

移動体通信端末が移動体通信網を使用して接続する時の電話番号の情報セキュ

リティは極めて高いレベルにあり、この情報を利用した認証を行うことは、セキ

ュリティ対策の一つとして極めて有効である。また、発番と利用者とを照合する

ことにより、認証する時点で利用者を特定することができ、様々な付加価値サー

ビスを生み出すことが可能となる。 

一方、発番認証を MVNO 側で行うことは、利用者の電話番号を MVNO が管理する

 ＭＶＮＯは、移動体通信市場の競争状況を分析

する際の注目点の一つであり、その旨は平成１６

年度の実施細目にも記載しています。 

 ＭＶＮＯとＭＮＯの技術的、経済的、法的な関

係等が必ずしも明らかでないので、分析作業はそ

うした事実関係が明らかになるよう関係の事業

者に協力いただきながら進めてまいります。 
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ことになり、その際の情報管理を徹底することが責務となる。即ち、無線通信設

備を持たない MVNO にも、MNO に求められるのと同等の安心感が顧客から求められ

ることになる。また、発番認証を行うための認証システムを構築する等の技術的

な対応を行うことも責務の一つとなる。 

 

（２）IP アドレスの自由な割り振り 

データ通信を利用する場合、IT 技術において標準として使用しているネットワ

ークプロトコルである IP を使用するのが通常である。その際、IP アドレスを割り

振ってネットワークを利用することになるが、MVNO 側で自由に IP アドレスを割り

振ることが可能となる接続技術が必要である。 

IP アドレスの割り振りは、ネットワーク・サービスの基本であり、多様な発展

性を有する様々な付加価値サービスを実現するためにはIPアドレスの自由な割り

振りなしには、その可能性を断つこととなる。 

一方、IP アドレスを自由に割り振れる MVNO は、その IP アドレスが特に法人で

はセキュリティ対策の一環として使用されることを考えると、情報管理を徹底す

ることが責務として求められる。 

 

（３） 接続および切断の制御 

MVNO 側で通信セッションの接続および切断の制御を可能とする接続技術が必要

である。これも前項同様に接続サービスの基本である。 

一方、接続および切断の制御を MVNO 側で行うことが可能になるということは、

切断等によって特定の利用者の通信への介入を行うことを可能とするものであ

り、通信関連法等に定められている厳格な運用を行うことが MVNO に責務として求

められる。 

 

（４）通信設備への影響 

MVNO が MNO の通信設備を使用するにあたり、MNO の通信設備へ悪影響を及ぼさ

ないことを担保することが必要である。MVNO が使用する通信端末を事前に技術検

証することを制度化する等の対策が一般的に考えられるが、その場合にも、技術

検証を第三者が行うとすることで、MNO が MVNO の通信端末の開発に不当な介入を

できないような予防的措置をとることが、公平な競争環境の整備につながると考

える。MNO は、通信設備への悪影響を及ぼさないことが担保されている端末の接続

を拒絶できないことを責務とすべきであり、同時に、MVNO には、MNO の通信設備
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への悪影響を及ぼさないことを責務として課す必要もある。 

 

上記（１）から（３）の３つの技術要件を満たす接続方式の具体的実現方法とし

ては、ISO（国際標準化機構）が制定した OSI 階層モデルの第 2層における接続があ

るが、MVNO への接続を開放している DDI ポケットが MVNO との接続にすでに採用して

いるところである。 

 

２． 料金要件 

 

（１） 回線数と接続料金との分離 

通信の料金は、通常、回線単位を基本とした体系になっており、回線当りの基

本料金と使用した時間による従量料金とで構成されている。これは、電話回線を

回線交換方式で使用した通信が基本となっているからである。 

回線交換により回線を占有することから、その占有するための料金と占有する

時間単位での料金とにより料金を構成することが、通信設備を使用するコストの

算出基準として適切である。一方、データ通信では、回線交換方式を使用する従

来の方法から、パケット通信方式への移行が進んでいる。パケット通信方式では、

通信設備を使用するコストの算出基準としては、回線や時間という単位が意味を

なさなくなり、かわって通信されるデータ量やデータを通信できるキャパシティ

（通信容量）を単位としてコスト算出し、料金を設定することが適切となる。無

線通信において、音声通話中心の時代から、データ通信中心の時代に移行してい

くに従い、回線という単位からデータ量という単位への考え方の移行を、業界全

体で考えるべき時を迎えている。 

 

さらに、データ量と言っても、細かいデータ単位を基本とした従量制料金では

なく、大きなデータ単位を通信できるキャパシティ（通信を水道にたとえるなら

ば、水道管の太さにあたる）を接続料金の基本とすべきである。MNO が MVNO に対

して従量制料金で提供した場合、MNOが保有する通信設備の使用率ピーク時をMVNO

が選択的に利用することが可能となってしまい、その場合には MNO の通信設備の

使用効率を下げてしまう。MNO が MVNO に対してキャパシティでの接続料金を提供

することで、MVNO はそのキャパシティを最大限に有効活用しようと努力すること

になる。使用率が低い時間帯や曜日等における使用率が高くなるようなサービス

を生み出すなどして、使用効率を平準化することが見込まれるからである。日中
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のインターネット使用率が低いことに着目し、午前７時から午後９時までのみ使

用できる無線インターネット通信サービスが MVNO から提供されているが、これな

どは使用効率平準化の努力の一例であり、まさに周波数の有効活用に直結する。

 

  MVNO が様々な新しいサービスを生み出し、また低廉なサービスを生み出すため

には、利用者一人一人に対して提供できるサービス内容に、事前の制約がないこ

とが求められる。例えば利用者一人、即ち一本の回線に対して、月々の基本料金

が発生する形での接続料金となった場合、MVNO は大きな制約を受けてしまい、新

しいサービスを生み出すことが極めて困難になってしまう。一回線あたりに基本

料があるということは、使用量の大きさにかかわらず一定額のコストが発生する

ことになり、例えば使用量が極めて小さい使い方に対するサービスが成立しなく

なってしまう。ユビキタスネットワーク社会の到来が叫ばれている中で、無線デ

ータ通信は、例えば計測器の計測データの通信に利用されるようなケースが想定

されているが、このような使い方におけるデータ量は通常、極めて小さなものと

なっている。ユビキタスをキーワードにした様々な機器類が企画され、開発され、

発売され始めている状況であるが、無線通信すべきデータ量は小さなものが少な

くないと推測される。 

 

 上述の通り MVNO への接続料金は、回線数には関係がない料金体系である必要があ

り、接続帯域による卸料金のような体系をＭＮＯの約款に織り込む等の義務付けが

必要である。例えば、DDI ポケット株式会社が提供している無線 IP 接続サービスの

料金は、8Mbps の接続帯域、即ちキャパシティで 3,000 万円/月が基本となっており、

この帯域を 100 回線で使用することも、10,000 回線で使用することも、MVNO の判断

となり、回線数と接続料金とは分離されている。 

 

（２） 公共料金と同様の接続料金 

  電気や水道といったユーティリティは、その事業の性格上、適正以上の利潤を

生むべきではなく、そのような考え方から、料金設定の際に検証が行われる。こ

の点が、一般のサービスと異なる点である。MNO が保有する通信設備は、国民共有

の財産である周波数の使用許可を受け、その周波数を使用するために構築された

ものである。従って、ユーティリティと同様の考え方で接続料金を設定すべきで

あり、MVNO が MNO に接続する際の接続料金は、コストに適正利潤を加えた額が基

本となるべきである。 
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  MNO は、許可を受けた周波数を使用する無線通信設備を構築、運営するネットワ

ーク事業と、そのネットワークを使用して顧客サービスを展開する事業との二つ

の事業から成立していると捉えられるが、新規顧客獲得のために通信端末のコス

ト負担を行い、このコストを含めて多額の販売コストをかけて事業展開を進めて

いる可能性があるため、前者のネットワーク事業からの利潤により、後者の顧客

サービス事業の穴埋めを行っていると憶測されてもおかしくない状況にある。こ

のような状況下で接続料金を事業者の任意に委ねてしまうと、無線通信設備の構

築、運営にかかるコストに加え、顧客サービス事業の穴埋めに必要なコストも MVNO

が負担することになりかねず、顧客サービス分野における公平な競争環境を確保

できず、ひいては顧客の利便性を阻害しかねない。 

MNO のネットワーク事業は、周波数の免許を受けた者にしか無線通信設備を構築

できないことから、明らかに非競争部門であり、会計分離を導入することで無線

通信設備にかかわるコストを公的に把握できるようにするべきである。その上で、

接続料金はコストに適正利潤を加えた接続料金の設定が可能となり、加えて行政

がその検証を行うことが求められる。 

 

 上述のような技術要件および料金要件を満たす｢接続ルール｣を制定し、その｢接続

ルール｣に則した形での移動体通信設備の MVNO への開放を進める必要があると考え

る。さらに、移動体通信分野が、近年、少数のＭＮＯによる寡占化が進展してきて

いる状況に鑑み、ＭＮＯに対して、MVNO への通信設備の開放を時限的に義務付けす

るなどして、MNO が独占してきた周波数の有効利用を促進することも検討すべきであ

る。例えば香港においては、第三世代携帯電話の周波数の使用許可を与える条件と

して、30%のネットワーク容量を MVNO に開放することを義務付けている。 

 一般に、旧来のやり方に対して新しいやり方は理解を得るのに時間がかかり、ま

た抵抗を受ける。MVNO についても、MNO からの理解が不足しているのは間違いなく、

様々なできない理由を挙げていると考えられる。これを打破する唯一の方法は、強

力なリーダーシップであり、極めて少数の MNO しか存在せず、それらが市場支配的

な存在になっている我が国においては、通信行政以外に現状を打破できる者はない。

【日本通信株式会社】

２０ （３）

④ 
・日本はすでに、リッチな 3G コンテンツの開発と効果的な提供において世界のリー

ダーとなっています。これらの成果は、総務省殿の現在の規制アプローチの正し

さを裏付けするものであると考えます。   

・コンテンツプロバイダーと移動体通信事業者との商業的な交渉の関係は十分に機

 御意見は、参考とさせていただきます。 
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能していると考えます。弊社は 3G がさらに発展するにつれ、消費者の 3G コンテ

ンツに対する需要がさらに高まり、それにともない移動体通信事業者とコンテン

ツプロバイダーとの関係がさらに進化していくものと想定しています。 

・モバイルインターネット接続サービスを何らかの形で規制する必要はありません。

何故なら、消費者が求める様々なコンテンツの全てを移動体通信事業者が自社内

で準備することは現時的には不可能であり、何らかの規制がなくとも、こうした

消費者のニーズに応えるために、コンテンツプロバイダーへの競争的なアクセス

環境の提供、接続仕様の公表、オープンなプラットフォームの開発を推進しよう

という商業的なインセンティブが移動体通信事業者に存在するからです。 

・コンテンツ配信への規制は、独占的な事業者による排他的な取り決め（こうした

取り決めは独占力をさらに強化します）を防止するためにのみ用いられるべきで

あると考えます。 

・この日本の移動体通信業界における市場主導型のコンテンツビジネスモデルに介

入することは、先進のコンテンツサービスの開発と商業的展開におけるグローバ

ルリーダーとしての日本の素晴らしい成功を損なうという高いリスクをともない

ます。 

・2.3 項で詳細を示しています。 

【ボーダフォン株式会社】

２０ （３）

⑤ 

 無線 LAN による公衆でのデータ通信サービスが始まっているが、携帯電話や PHS

のネットワークと無線 LAN のネットワークの両者を併用したサービスの普及が期待

されている。その際、携帯電話や PHS の事業者の多くが、その通信設備を MVNO に開

放していない状態で、それらの事業者が無線 LAN サービスを手がけた場合、それら

の事業者が携帯電話や PHS と無線 LAN のサービスを両方提供できる（一方、このよ

うな囲い込みはユーザの利便性を損なっていく。）のに対し、無線 LAN 事業者、あ

るいは無線 LAN 事業者の通信設備を利用してサービスを展開する事業者は、携帯電

話や PHS のサービスと組み合わせたサービスの展開ができず、致命的に不利な状況

での競争を余儀なくされる。 

従って、ＭＮＯには、その通信設備の MVNO への開放が進むまでの間、無線 LAN サ

ービスを行うことに対して制約を設けるべきである。 

また、無線 LAN サービスが黎明期にあり、今後の普及が極めて重要な位置づけに

あることから、暫くの間は、無線 LAN サービスは、他のデータ通信サービスとのバ

ンドルでの販売が主力になると考えられる。なぜなら、無線 LAN サービスは、単独

ではまだ事業モデルが成立していない段階にあるからであり、他の関連サービスと

 御意見は、参考とさせていただきます。 
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のバンドルによって短中期的には事業を成立させ、長期的には無線 LAN サービスを

単独で事業成立させることを目指す事業者が多いと推測されるからである。 

従って、関連サービス、具体的にはデータ通信サービス分野で大きなシェアを占め

る事業者が無線 LAN サービスを展開する場合には、その無線 LAN サービスを他の事

業者に開放することを義務付けるか、あるいは制約を課すといった対策が、無線 LAN

サービスの健全育成のために必要であると考える。 

【日本通信株式会社】

２０ （３）

⑤ 
・最近、いくつかの報道において、新しいワイヤレステクノロジーによる移動体通

信業界への競争脅威について言及しています。これは特に移動体データ通信サー

ビスにおいて顕著です。しかしながら、これらの新しいテクノロジーが通信業界

にどのようなインパクトをもたらすかという点について、評価することは時期尚

早です。こうしたテクノロジーは、全般的なレベルで移動体通信業界における競

争レベルを上昇させるものと思われます。 

・こうした新しいテクノロジーの発展においては、規制の枠組みの技術中立性を確

保することが重要です。 

・また、このような市場の進展の初期段階において、規制介入を行なうべきではな

いと考えます。なぜならば、新しいビジネスモデルによる影響や既存の通信市場

との関係について明確な全体像がまだ形成されていないからです。 

【ボーダフォン株式会社】

 御意見は、参考とさせていただきます。 

２０ （３）

⑥ 

＜原文＞ 
Ｐ２０・５－１－１（３）⑥『固定電話の IP化に対して、携帯電話は、今後どう IP
と向き合うのか。例えば、固定電話と携帯電話は、これまで別々のネットワークと

して構築されてきたが、基幹系の統合などが進む可能性がある。携帯電話のサービ

ス需給に対し IP技術はどのような影響を与えることになるのか。』 
 
「例えば～進む可能性がある」とあるが、今後は供給面からのみではなく、需要面

からも固定電話と携帯電話の融合サービスが求められることを勘案すると、「携帯電

話のサービス需給」への影響の分析・評価にあたっては、上記の融合サービス領域

に対する需給面からの影響の分析・評価も含めて行うべきである。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 御意見の「融合サービス領域に対する需給面か

らの影響」について、具体的な提示をお願いしま

す。 

２０ （３）

⑥ 
・繰り返しになりますが、このような進展の影響を評価することは時期尚早です。

現時点では、IP 化への進展が見られ、将来的にも増えて行き、これが移動体通信

 規制の枠組みが競争中立的であるべきという

御意見に基本的に賛同します。しかし、どのよう

な規制が競争中立的であるのか、あるいは競争中
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業界の競争レベルを向上させることを認識することに留めるべきです。 

・また、繰り返しになりますが、IP 化の点においても規制の枠組みは競争中立性を

維持することが重要です。   

・公衆無線 LAN については、この新しい IP ベースのビジネスモデルの影響が持続的

な市場失敗を明白に示すとともに、規制介入のメリットがそのコストを上回るこ

とがない限りは、規制介入すべきではないと考えます。 

【ボーダフォン株式会社】

立的とはＩＰ化の周辺にあって具体的に何を指

すのかについては検討が必要であると考えます。 

２０ （３）

⑦ 

・3G において Vodafone Mobile Office などの集中型のサービス進展が加速している

ため、企業向けの移動体通信サービスの市場は、より競争的になってきているも

のと考えます。 

【ボーダフォン株式会社】

 具体的にデータを提示してください。 

２１ （３）

⑧ 

 無線通信の技術革新が急速に進展し、新たな無線通信設備の投資が活発に行われ

る一方で、無線通信設備によっては、その使用効率が低下するケースがある。PHS は

その一つであると考える。 

従来、使用効率が低下し、事業採算が取れなくなった通信事業は、他の通信事業

者が、周波数の免許と無線通信設備、および顧客を含めて引き取るのが慣例であり、

実質的に唯一の救済方法となっている。 

 

 しかしながら、周波数の免許と無線通信設備の保有者とを分離して考えれば、周

波数の免許を有する者が、無線通信設備は自前で持たず、他の無線通信設備を有す

る事業者から借り受けることで、新たな事業方法を生み出すことが可能となる。同

様の無線技術を使用した無線通信設備を、様々な事業者が構築し、それぞれの通信

設備の使用効率が高くならない状況をつくることに比べ、同様の無線技術を使用す

るのであれば、より少ない事業者が通信設備の投資を行うことでコストの最適化を

はかり、一方で周波数の免許はより多くの事業者に与えることにより、競争環境を

生み出すことが可能となる。 

 

 周波数の免許と無線通信設備は、従来、同一者が保有することが前提となってい

たが、この２つのレイヤを分離することは、上記のような事業採算が取れなくなっ

た通信事業への救済方法として有効なだけではなく、新しい技術になればなるほど

無線通信設備の投資額が増加することが多いことを考えると、無線通信設備の保有

者を少数にしながら、周波数の免許保有者として顧客サービスを展開する事業者を

多数参入させることが可能となり、競争環境を整えるのに有効であると考える。 

 ＰＨＳは携帯電話との相関をみながら分析を

進める予定です。しかし、抜本的対策の是非やそ

の内容をこの競争評価で検討することはありま

せん。 
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 現行法制下でも、周波数の免許を受ける者と無線通信設備の保有者との分離は可

能であると考えるが、法律や規則等において明示することで、一つの新しい方法と

して確立すべきである。 

 

 ＰＨＳについては、その用途が急速に音声通話から無線データ通信に移行しつつ

あり、その需要家像は個人の簡易な携帯電話から企業活動を支えるビジネス用途へ

と変貌しつつある。従って、需要数のみに着目した事業展開さらには電波政策では

この実業を支えているインフラを崩壊させる可能性があり、まずはＰＨＳに着目し

た上記施策の展開が望まれる。 

 

 PHS は、今後のさらなる普及が期待される無線データ通信分野に最適なネットワー

クの一つであり、特に法人が使用する無線データ通信分野では、その有効性は他に

類を見ない。また、アジア諸国、特に中国において PHS は目覚しい普及を遂げてお

り、かつて日本が PHS をアジア諸国にプロモートした成果が確実に現れてきている。

日本で生まれた PHS 技術が諸外国において普及しつつあることは、国民の一人とし

て喜ばしいかぎりではあるが、日本国内の PHS の現状を見ると、DDI ポケットが無線

データ通信分野を中心に奮闘しているものの、全体としては低調な状況が続いてお

り、抜本的対策が必要であると考える。 

【日本通信株式会社】

２１ （３）

⑧ 
・弊社は、PHS サービスの段階的廃止によって、移動体通信業界の競争レベルが低下

するとは考えていません。3G の豊富なコンテンツ、広帯域、より先進のサービス

と機能によって、競争レベルが大幅に高まっていくものと考えます。より多様な

3G のマルチメディア環境によって、2G に比べより多くのビジネスパートナーが革

新的なコンテンツとアプリケーションの提供で競合する機会が提供されるものと

考えます。 

【ボーダフォン株式会社】

 コンテンツ・アプリケーションの競争によって

電気通信サービスの競争が活発化するのでＰＨ

Ｓサービスの段階的廃止は電気通信サービスの

競争レベル低下にはならないとの御意見と思わ

れます。しかし、これらサービス間の関係が御指

摘のようなものなのかは分析を要する事項と考

えます。 
２１ （３）

⑧ 
２１頁の５－１－１移動体通信の（３）の⑧の PHS 部分については、弊社として

は、携帯電話と PHS は同一市場と考えており、そういった意味で PHS のみについて

論点として取り上げるのは適切ではないと考えています。 

【ディーディーアイポケット株式会社】

 「携帯電話とＰＨＳは同一市場」とする理由を

具体的に提示してください。 

 

 ５－１－２ ＩＰ電話 
２１  ・ ＩＰ電話については、「固定電話からの移行が全国的かつ急速に進む可能性があ

る」とありますが、接続料金や技術的課題についてまだ整理できていない事項が

 ＩＰ電話については、「ＩＰ電話のネットワー

ク／サービス供給に関する研究会」において市場
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多いと考えられます。 

・ 総務省殿におかれましては、競争評価よりも先に、ＩＰ電話の市場構造及び技術

構造を明らかにしていただけますよう強く要望いたします。 

・ ＮＴＴ東西の「集合住宅向けＩＰ電話サービス」は、ＮＴＴ東西の基本料に相

当する部分が代替となるサービスですが、基本料や接続料金の議論とは切り離さ

れたところですでに認可されています。総務省殿におかれましては、接続事業者

の提供するドライカッパ電話がＮＴＴ東西に与える収支の影響が懸念されるなか

で、ＮＴＴ東西自らはＩＰ電話を開始している事実を考慮し、今後もＮＴＴ東西

の支配力について検証いただけますよう強く要望いたします。 

【イー・アクセス株式会社】

の構造を明らかにする作業を優先させる考えで

す。 

  
電気通信市場における競争状況を、分析・評価しようとする試みは、たいへん意

義があることと考えておりますが、当該分野は、①技術革新が激しく、新サービス

の登場やサービスの統合・融合が短期間に実現されるなど、市場の変動・流動が激

しく、②サービス・技術の進展により、新技術を用いた代替的なサービスや複数サ

ービスのバンドル・垂直的統合サービスの出現等、従来の市場の枠を越えた競争が

展開され、市場が複雑化している状況にあると考えております。 

今回、分析・評価の対象とされる「ＩＰ電話」についても、当初はブロードバン

ドサービスとセットで提供される「０５０番号」ＩＰ電話から始まりましたが、最

近では、「０ＡＢ～Ｊ」番号を使用した高品質で緊急通報に対応したＩＰ電話や、ブ

ロードバンドサービスと切り離して単独で提供されるＩＰ電話等、そのサービスグ

レードや提供形態は多様化し、様々なサービスと競合・融合関係にあります。 

したがって、競争状況の分析・評価の実施にあたっては、単に「ＩＰ電話」だけを

対象とするのではなく、ブロードバンドサービスや固定電話、さらには最近のドラ

イカッパを利用した直収電話等との競合状況や融合関係等、多角的な分析・検討が

必要であると考えます。 

【東日本電信電話株式会社】

 御指摘のとおり市場は複雑化しており、ＩＰ電

話についてもブロードバンドサービスや固定電

話、ドライカッパ利用による直収電話との関係な

ど多角的な分析、検討が必要であると考えます。

このため、まずこうした市場構造を明らかにし、

その内容を広く共有する作業として「ＩＰ電話の

ネットワーク／サービス供給に関する研究会」を

開催することにしています。 

２１  0AB-J IP 電話市場への新規参入に対する緊急通報要件の影響分析が必要 

 

参入制限ではないが新規参入を事実上困難とする制約事項の事例として、周波数

割当てが例示されていますが（基本方針２９ページ ４－４－１①）、0AB-J 番号 IP

電話における制約事項の事例として、0AB-J 番号指定要件として緊急通報が利用可能

であることが求められていることについても、その影響を分析していただくようお

願いいたします。 

 御意見は、参考とさせていただきます。 
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この緊急通報の要件は、0AB-J 番号による電話サービスのライフライン的性格か

ら、必要なものであることは理解いたします。しかし、全国規模で 0AB-J 番号によ

るサービスを提供するためには約１,３００箇所の消防機関（消防本部・分署・消防

団）との間で個別に接続合意を行わなければならず、ソフトバンクグループで準備

中の「おとくライン」の状況を参考にすれば、交渉を始めてから運用開始までに次

のとおりかなりの負荷がかかることになります。 

 

・訪問回数（交渉～工事～試験～運用開始）：１消防機関あたり５～１０回 

工事業者などの訪問を含めると、さらに多くなります。 

・交渉期間：半年～１年程度 

接続交渉自体は１～３ヶ月で可能ですが、その後、自治体の承認、契約書締結、

指令台工事、回線手配等の行程があり、運用開始までには上記の期間を要します。

また、年度予算の絡みで、１年以上かかる場合もあります。 

 

これを各事業者の個別の対応に任せている現状では、消防機関の同意が得られる

までに膨大な時間と費用がかかり、緊急通報要件が、事実上、新規参入を妨げる結

果になっています。よって、その影響度合いを分析のうえ、緊急通報を利用可能と

するためにかかる時間と費用を新規参入者にとって受忍可能な程度のものとするた

めの政策的配慮の検討を進めるべきものと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

２１  固定電話市場からのレバレッジなどによる競争阻害要因が存在する 

 

今年度の評価対象として新たに加えられたＩＰ電話は、実施細目（案）に「現在

はＡＤＳＬやＦＴＴＨに付随する標準的なサービスとしてブロードバンド回線を用

いたインターネット接続サービスと一体的に取引されている。」（P２１ ５－１－２

(２)）と述べられています。つまり、ＩＰ電話とインターネット接続サービスは共

通のアクセス回線やＩＰネットワークを利用する場合が多く、両者には分析・評価

しなければならない共通の競争促進要因や競争阻害要因が存在するところが多くあ

ります。従って､IP 電話の競争評価においても、昨年度のインターネット接続の競争

評価において分析･評価された競争促進要因と競争阻害要因について、次のとおり分

析･評価する必要があると考えます。 

 

（ア）競争促進要因の分析・評価 

 御意見は、参考とさせていただきます。 
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 共通の競争促進要因として評価しなければならないのは、第一種指定電気通信設

備の接続義務や、コロケーションルールといった新規参入を促進する接続ルールが

整備されたことです。昨年度の競争評価においても、ＡＤＳＬ市場の分析の中で「接

続ルール下でアンバンドル化された諸機能を用いて､競争者は､ＡＤＳＬを提供し､

その地域を広げてきている。接続ルールは､次のような点で十分に効果を上げてい

る。」（総務省「平成１５年度電気通信分野における競争状況の評価」P１９２）とし、

ラインシェアリング導入によって、競争者が現実的に参入可能な接続料金が実現し

たこと、またダークファイバの利用が可能になりＮＴＴビル間を結ぶ大容量、低価

格､迅速なネットワークが構築できるようになったこと等を評価しています。 

本年度の競争評価においては、例えば緊急通報に関する接続ルールの創設などＩ

Ｐ電話の参入障壁となっている問題を解決し、競争を促進するのための新たなルー

ル化の検討も必要です。 

  

（イ）競争阻害要因の評価･分析 

 一方､競争阻害要因に関して、昨年度の競争評価において、同じくＡＤＳＬ市場の

分析の中で､「（ＮＴＴ東西の）営業妨害を指摘する意見や事務の効率化を求める声

のほか､スペース､電源､ＭＤＦ接続などのリソース不足の解消を求めると言った意

見もある。」（総務省「平成１５年度電気通信分野における競争状況の評価」P１９２）

としています。 

 ここで述べられているのは、(ｱ)ＮＴＴ東西の加入電話からのレバレッジ、及び(ｲ)

ＮＴＴ東西が有する不可欠設備の開放が十分進んでいるかという問題ですが、これ

らの競争阻害要因は依然残っており、今年度も次に示すような問題について取り上

げ分析するべきです。 

 

（ⅰ）ＮＴＴ東西の加入電話等からのレバレッジ 

 ＮＴＴ東西は､独占事業として構築した固定電話サービスの市場支配力や、例えば

加入電話の顧客情報等のリソースを有してＡＤＳＬ事業、ＦＴＴＨ事業、さらにＩ

Ｐ電話事業を実施しており、これらの市場において内部相互補助､顧客情報の目的外

利用等で競争を阻害していないかどうか、またレバレッジを抑止するために有効な

ルールが整備されているかどうかを分析する必要があります。具体的には次のよう

な問題について継続して分析･評価の必要があります。 

 

①ＮＴＴ東西の１１６番で適正に営業活動が行われているか 
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a . ＮＴＴ東西の１１６番は、ＮＴＴ東西の営業窓口になっていると同時に､

他事業者の顧客が自身に関する情報を問い合わせる窓口をも兼ねています。

そのため他事業者にとって不利な状況となっていることが考えられます。 

      例えば､集合住宅への入居予定者がＮＴＴ東西の１１６番に加入電話の

設置や移転を申し込んだときに、オペレータがＮＴＴ東西のＩＰ電話を勧誘

することが十分想定できます。一方､加入電話の移転情報等を利用できない他

事業者は集合住宅に入居予定者があることさえ把握できないことが多く､も

しＮＴＴ東西がこのような営業活動を行った場合著しく公正競争を阻害する

ことになります。 

 

b.  ＡＤＳＬの申込は､ＮＴＴ東西の有する加入電話の契約者の名義で申込む

必要があるため､名義人が分からない顧客は１１６番で何度も名義を確認す

ることになります。そのためＤＳＬ事業者は、顧客が加入電話契約者名義を

正しく認識し、申込みに至るまでにまでに何回も顧客とやり取りを繰返し多

大なコストと労力と期間をかけています。自らＤＳＬ事業を行い且つ加入電

話契約者情報を有しているＮＴＴ東西と比べて他事業者が不利な状況とな

っていることが考えられます。 

 

②ＮＴＴ東西の営業面でのファイアウォールが厳格に確保されているか 

 

a. ＮＴＴ東西の営業部門と設備管理部門の間、あるいは NTT 東西と IP 電話事
業を手掛ける NTT コミュニケーションズ等の間の人事交流と情報伝達につ

いて、ファイアウォールが機能するための適切なルールが定められており、

厳格に守られているか。 

例えば､ＮＴＴ東西からＮＴＴグループ会社に異動する場合には守秘義務契

約を交わす等のルールが必要と考えます。 

b. ＮＴＴ東西の営業部門あるいはＮＴＴコミュニケーションズ等が、ＮＴＴ

東西の設備管理部門のデータベースにアクセスする場合、競合する事業者の

顧客情報にアクセスすることができないような仕組みとルールが定められ

ており､厳格に守られているか。 

 

③ＮＴＴ東西の加入電話等との内部相互補助が行われていないか 



- 41 -

 

a. ＮＴＴ東西の加入電話やＩＳＤＮの営業費用でＡＤＳＬ、ＦＴＴＨ、ＩＰ電

話の広告宣伝や販売促進活動を行っていないか。 

 

b.ＮＴＴ東西の加入電話やＩＳＤＮの請求書にＡＤＳＬ、ＦＴＴＨ、ＩＰ電話の

広告や申込書等を同封していないか。 

 

c.ＮＴＴ東西の加入電話やＩＳＤＮ等とＡＤＳＬ、ＦＴＴＨ、ＩＰ電話のバンド

ル料金が設定されていないか。 

 

（ⅱ）不可欠設備の開放 

昨年度の競争評価において、同じくＡＤＳＬ市場の分析の中で､「ダークファイ

バに余裕がない､あるいはスペースや電力容量に余裕がないとの理由でサービス

の提供に必要な設備がＮＴＴ東西から借りられないといった声が競争者にある」、

さらに「首都圏から地方へ競争者が進出するようになり局舎スペースに余裕が無

いなどの問題が生じているが、新たな設備等の整備には､そのコスト分担の問題を

ルールとして議論する必要があるだろう」（総務省「平成１５年度電気通信分野に

おける競争状況の評価」P１８４）としています。実際にＮＴＴ東西のみがサービ

スを提供している地域については､中継系ダークファイバの不足、局舎の電力やス

ペースの不足が競争阻害要因となっており、具体的に次の問題があります。 

 

① 物理的にリソースがない 

ＮＴＴ東西は予備設備を持っているが、その数量基準や開放基準のルール化や、

上記報告書でも指摘しているようにコスト分担のルール化が必要です。 

 

② リソースが増設されたとしても、他事業者に迅速に情報が伝わらない 

他事業者は、NTT 東西が設備増設をおこなったことを、自ら頻繁に開示情報を

チェックするほかに、確認する術がありません。また、他事業者に迅速に情報開

示されるとは限りません。この問題の解消の為に、事前調査を申請した結果、リ

ソース不足だった場合、当該事業者は NTT 東西が当該設備を増設した際に優先し

て割り当てを受けることができる等のルール化が必要です。 

 

③ NTT 東西の設備増設計画に他事業者のニーズが反映されない 

NTT 東西は自社がサービス提供を行う為に必要となった設備の計画はするが、
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他事業者のサービス提供計画に基づく要望によって計画をすることはありませ

ん。これは明らかに不公平であり、NTT 東西の利用部門と他事業者が平等に設備

利用できるようにルール化することが必要です。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

２１ （１） 固定電話発-IP 電話着の通話料に関連する分析・評価も行うべき 

 

050 IP 電話発/固定電話着の通話料は、当社サービスをご利用いただいた場合、全

国一律7.5円(税別３分間通話料､以下同じ)で､固定電話発/固定電話着の通話に対し

て競争力がある料金設定となっていますが､その逆方向の通話においては､市内通話

の料金が固定電話発/固定電話着 8.5 円､固定電話発/ 050 IP 電話着 10.5 円であり､

料金水準の逆転現象が起きています｡このため､固定電話から市内通話をかけようと

する相手先が固定電話と 050 IP 電話の両方を備えている場合､この料金差を知って

いる発信者は着信先として 8.5 円で通話ができる固定電話を選択することになりま

すが、これは NTT 東西が固定電話発/050 IP 電話着の通話料設定における独占力を利

用して、市内通話の着信を、自社がほぼ独占状態にある固定電話へと誘導するため

の恣意的料金設定ではないでしょうか。 

サービスのコスト構造は会社によって異なるため、一概にはいえませんが、NTT 東

西の固定電話と当社の 050 IP 電話との間の通話には、発着が逆になることにより３

分間で３円の料金差があることを考えると、固定電話発/050 IP 電話着の通話に何ら

かの形で競争が導入されることで、この方向性格差が縮小する可能性があるのでは

ないかと推測されます。 

よって、IP 電話に関わる競争の評価・分析として、固定電話発/050 IP 電話着の通

話にも着目し、固定電話相互間の通話にマイラインによる競争状態が生じているよ

うに、固定電話発/050 IP 電話着の通話にも、発信者が相手先電話番号の前に例え

ば事業者識別番号をダイヤルすることによって、着信側の IP 電話事業者が設定する

通話料の適用を選択できるようにする等の措置により、050 IP 電話に着信する市内

通話の料金に競争を導入することの必要性を検討すべきものと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

 御意見は、参考とさせていただきます。 

５－２ 定性的要因の分析手順 
２２  ・弊社は、日本の移動体通信業界の競争状況と将来の進展を理解するためには、定

性的要因が定量的要因と同様に重要であるという点について総務省殿の意見に賛

同します。定性的要因は、静的競争（特定の時点での競争）だけでなく、動的競

争（時間の経過に伴う競争）の測定にも利用すべきです。2.1 項での説明した通り、

 「定性的要因を計測するための最善の方法につ

いて」の国際的事例の提供を歓迎します。 
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この点は日本では特に重要です。なぜならば、移動体通信業界のグローバルリー

ダーとしての地位は技術革新の上に築かれているからです。  

・技術革新やサービスの質などといった定性的要因が、価格や通信時間などの定量

的要因よりも計測が困難であっても、それらをしっかりと考慮することが重要で

す。 

・また、弊社は、定性的要因の分析とそれらを客観的な基準と照らし合わせた評価

のプロセスが、オープンかつ明白で客観的なものであるべきという点に賛同しま

す。それらのプロセスや評価基準についてはパブリックコメントのプロセスを経

た上で最終決定がなされるべきですが、実施細目(案)においてはそれらについて

の詳細な提案がなされていません。 

・定性的要因は、離散選択モデルなどの統計ベースのアプローチよりも、市場画定

に向けた目的を明確にしたアプローチを通じての方が、より良く把握できます。

弊社は、定性的要因を計測するための最善の方法について、国際的事例を提供可

能です。 

【ボーダフォン株式会社】

 

６  スケジュール 

頁 段落 意見の概要 総務省の考え方 

２３  ・スケジュール案では、効果的なパブリックコメントを行なう為の十分な時間が取

られていません。特に、移動体通信市場の重要性と複雑性を考慮すると時間が不

十分です。 

・英国では、2000 年の移動体通信市場のレビューに合計で 1 年間を要しましたが、

総務省殿は約 7 ヶ月でこれを実施しようとしています。また、英国では最初の意

見募集対象文書に関して意見提出の期限を設定していませんでしたが、総務省殿

は実施細目(案)と基本方針(案)の意見募集に関してわずか 18営業日しか設定して

いません。さらに、英国では評価結果案に対する最初の意見募集に 3 ヶ月、この

意見募集のコメントに対する再意見にさらに 2 週間を設定しましたが、総務省殿

のスケジュール案では、評価結果案に対する意見募集には通常の期間の 4 週間し

か設定されない可能性が高いと共に、意見募集に寄せられた意見に対して再意見

を提出する機会は設けられておりません。 

【ボーダフォン株式会社】

 英国は、規制の枠組みを変えるための手続きと

して競争レビューを位置づけており、そういう一

連の流れを日本に当てはめれば、競争評価を反映

した政策変更までの期間を指すわけですから、比

較の対象が違います。また意見募集期間は閣議決

定（「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」

（平成１１年３月決定、平成１２年１２月一部改

正））を踏まえて合理的期間を設定しているとこ

ろであり、加えて書面による意見提出を補う意味

で公開カンファレンスなどの意見交換の機会を

設けています。 

我が国の競争評価は、各年度ごとに対象領域を

決めて、限られた期間内に、可能な限り具体的に
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競争状況を分析、評価するものです。その過程で

は、意見募集、カンファレンス、シンポジウム等、

様々な機会を通じて、関係者からの意見を聴き、

議論を行いたいと考えており、各事業者の意見表

明等は歓迎します。 

しかし、我が国の競争評価は、英国における競

争レビューのように政策変更等を決めるもので

なく、御指摘のように英国の事例と比較するので

あれば、政策変更にいたるまでのプロセスで対比

する必要があり、日本の手続きが不十分との御指

摘は正鵠を得ていません。 

意見募集にしろ公開議論にしろ、分析の立場か

らすれば質が重要なので、情報公表や社会的合意

形成を一段実り多いものとする御提案であれば、

これらのプロセスは行政当局だけでなく関係事

業者の主体的参画を必要とするものであるので、

一層の御協力をお願いします。 

 

【別紙】 サービスの供給構造 

頁 段落 意見の概要 総務省の考え方 

１ インターネット接続 
２５ （１） ＜原文＞ 

Ｐ２５・１（１）『ISP のネットワークは、利用者を収容するためのアクセス回線を
提供する事業者のネットワークや他の ISP のネットワークと接続してはじめて、国
内外のインターネット網の一部を構成するようになる。』 
 
ISPにおけるトランジットやピアリングといった接続の市場においては、世界規模の
バックボーンを有する ISP を頂点に階層化されており、それぞれの階層における市
場画定のあり方も検討する必要があると考える。 

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 「それぞれの階層における市場画定のあり方も

検討」するとして、どのようなデータに基づきど

う検討するべきかについて、貴社の具体的な提案

を歓迎します。 

 ２－１ 携帯電話 
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３１ （３） ＜原文＞ 
Ｐ３１・２－１（３）『各事業者は、一般に、公式サイトのみを自社のポータルのコ

ンテンツメニューリストに掲載し、利用者が URLをいちいち入力しなくても容易に
アクセスできるようにしている。』 
 
いわゆる「公式サイト」以外においても容易なアクセス方法が多様に存在するため、

それらの記述も追加するべきである。なお、ドコモの場合、iメニューサイト以外で
も、ブックマークへの登録、マイボックスへの登録、最近ではバーコード読取機能

等で容易にアクセスできる他、他社ポータルサイト経由によるアクセス方法も存在

しているとともに、サイトに容易にアクセスできる安価なデバイスも普及している。

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 「公式サイトのみを（中略）アクセスできるよ

うにしている」という部分は、事実関係を記述し

たものであり、公式サイトを説明する文章として

適切と考えます。 

 一方、御指摘のように公式サイト以外のアクセ

スについてそれを促す方向での取組も進められ

ているのは事実ですから、平成１６年度の競争評

価の分析にあって、そのような事実関係を具体的

に提示いただいて記述を加えていく考えです。 

３１ （４） ＜原文＞ 
Ｐ３２・２－１（４）『すなわち、日本のモバイルインターネットは、コンテンツの

認定から、コンテンツポータル、ISP、ネットワーク、端末に至るまで電気通信事業
者が垂直統合的に展開してきたところに大きな特徴がある。このため、モバイルコ

ンテンツビジネスは、常に携帯電話事業者の強い影響下に置かれてきた。携帯電話

事業者は、自身の責任でコンテンツを認定して諸機能を提供するので、必然的に CP
のビジネスモデルに干渉、影響することになる。CPにとってはビジネスの成否が携
帯電話事業者の意向に大きく依存する結果となり、その傘下で享受する利益が大き

い分、傘下にいない事業者の不満につながっていた。』 
 
「このため、モバイルコンテンツビジネスは、常に携帯電話事業者の強い影響下に

置かれてきた。～傘下にいない事業者の不満につながっていた。」とあるが、当社は

CP側の要望を最大限に参考にしながら、諸仕様、ルール等を決定し、かつ必要な限
り関連情報は開示しているため、「事業者の不満」は相当程度解消されていること、

及び「垂直統合的に展開」したことこそが世界に先駆けてモバイルインターネット

ビジネスが日本で立ち上がった原動力であることを勘案すると、「垂直統合的に展

開」を「携帯電話事業者の強い影響下」等ネガティブに結び付けて記述する原案は

不適切であり、削除するべきである。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 事業者の不満が以前に比べて減少しているこ

と、あるいはモバイルインターネットビジネスが

日本で立ち上がった原動力の一つに垂直的な展

開があるだろうことには賛同します。しかし、該

当箇所はこれまでの歴史的経緯を述べている箇

所であり、３Ｇの普及によってかつての関係にど

のような質的変化があるのかを分析する必要が

あるというのが、全体の文脈です。例えば、「Ｃ

Ｐにとっては、公式サイトとして認められ、コン

テンツメニューリストの上位に位置してもらう

ことが安定的な収入につながり、一方の携帯電話

事業者にとっては、利用者のニーズに合った魅力

あるコンテンツをリストに上げることでトラヒ

ックが拡大し、通信料収入が増大するという関係

が続いてきた」と相互互恵的な関係について記述

するなど全体としてバランスのとれた記述にな

っていると考えます。 

なお、一部表現について修正します。 

３１ （４） 日本の電気通信事業分野での競争状況の現状 

我が国においては、通信事業者の垂直統合モデルによる 2G の成功によって、ユ

ーザーや事業者は、繋がるという通信機能だけではなくメール機能、認証機能、

 御意見は、参考とさせていただきます。 
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ポータル機能、課金機能等までも必須機能として認識している。 

しかしながら、これらの機能は、通信ネットワークと一体化することで最適化す

るように提供されており、諸外国のように ISP、MVNO 等のレイヤーをアンバンド

ル化するだけでは我が国においてサービスレベルの低下は免れなく、公平な競争

状況を確保することは不可能である。特に新規事業者にとっては、スイッチング

コストをカバーしたメリットを提供することが求められる事を考えると新規参入

の障壁があるといわざると得ない。 

現在、我が国においても ISP や MVNO として携帯電話事業に参入することは可能

であるが、実際には数社が小規模な事業展開しているだけで、十分な競争環境に

あるとはいえない。このような状況になっているのは、我が国の携帯電話事業の

垂直統合が高度に進行しているため、各レイヤーでのアンバンドル化だけでは、

かえって利便性を損なうことになるからである。例えば、ISP レイヤーのアンバン

ドル化で、インターネットアクセスとともにメール機能もアンバンドル化されて

いるが、携帯電話のメールサービスを提供するには、携帯電話システムと連動し

た特有のシステムを構築する必要があり、一般の ISP が参入することはコスト面

でもノウハウ面でも大きな障害がある。このように、携帯電話のシステムと連動

することで、最適化されるような機能については、アンバンドル化と同時に、開

放すべき必須設備として考えるべきである。 

【モバイル・コンテンツ・フォーラム】

３１ （４） 解放する設備等の範囲と条件について 

アンバンドル化と平行して解放すべき設備等の範囲と条件が提供されれば、アン

バンドル化され新規事業者が参入した場合でも公平に競争できる環境を実現でき

る。 

つまり、通信ベアラレイヤー、ISP レイヤー ポータルレイヤーにおいてアンバン

ドル化された場合、メール機能、認証機能、課金機能等のどこまでがそれぞれのレ

イヤーで最適化されている機能となっているのか判断することが必要である。これ

によって新規事業者に開放する設備の範囲と状況を策定する施策が実現すれば、そ

れぞれのレイヤーで新規事業者の参入が容易となり公平な競争環境が実現でき、あ

らゆる産業のデジタル化、ネットワーク化を志向している事業者がコンテンツやア

プリケーションの価値を最大化するために電気通信事業に参入するモチベーション

が高まると考える。 

例えば、書籍やレコード等を流通しているコンテンツ産業は、現在パッケージ流通

を前提としたレガシーシステムだけではシュリンクが加速しておりデジタル化、ネ

 御意見は、参考とさせていただきます。 
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ットワーク化への展開が必須の状況である。上記のように電気通信分野への参入障

壁が緩和されれば、携帯電話事業においても新規参入の ISP や MVNO が高品質なコン

テンツ、サービスにあった多様なインフラを提供することで電気通信事業分野の競

争状況を加速させる可能性が高いと考える。 

【モバイル・コンテンツ・フォーラム】

３２ （４）

② 
＜原文＞ 
Ｐ３２・２－１（４）②『携帯電話事業者は、一人一人の利用者に対して電話番号

等と結びついた唯一の認証 IDを発行している。携帯電話事業者が CPにこのユーザ
ID を「公式サイト」及び携帯電話事業者が選定した「非公式サイト」のみに提供し
ている。』 
 
「携帯電話事業者は、一人一人の利用者に対して電話番号等と結びついた唯一の認

証 ID を発行している。」とあるが、あくまで利用者の認識の上で発行しているもの
であること、及びユーザ IDをすべてのサイトに公開することは、必ずしもユーザに
有益な善良な CPのみが存在しているわけではなく、迷惑メール業者などユーザに極
めて不利益を与えうる CPも少なからず存在する事実を鑑みれば、ユーザ保護、それ
に端を発したキャリアの道義的な責任の観点から、現在の携帯事業者がユーザ IDの
取り扱い方針を策定しているものであるため、いわゆる「非公式サイト」にはユー

ザ ID を提供していないドコモの例を勘案すれば、「携帯電話事業者は、利用者の認
識の上、一人一人の利用者に対して電話番号等と結びついた唯一の認証 IDを発行し
ている。また、ユーザ保護、それに端を発したキャリアの道義的な責任の観点から、

携帯電話事業者が CPにこのユーザ IDを『公式サイト』のみに提供している。」に修
正するべきである。 

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 「携帯電話事業者は、（中略）のみに提供して

いる」ことは、事実関係を記述しています。ユー

ザＩＤと公式サイトや非公式サイトとの関係を

説明する文章として適切と考えます。御指摘のよ

うに、認証ＩＤの公開はユーザの不利益につなが

る側面もあります。しかし、ここは今後の分析に

おいて前提となるサービスの供給構造について

の記述であり、その分析、評価はこれからの作業

です。 

３２ （４）

③ 
＜原文＞ 
Ｐ３２・２－１（４）③『CPは、自らのコンテンツを利用者に知ってもらわないこ
とにはビジネスにならない。携帯電話事業者のポータルメニューの上位に掲載され

れば、携帯電話のプロモーションの恩恵に浴することができる。』 
 
ドコモの場合、ポータルメニューの上位掲載はユニークユーザ数もしくは有料登録

者数によるものであり、携帯電話事業者がプロモーションを行っているものではな

いため、「携帯電話事業者の～浴することができる。」は削除するべきである。また、

CPが自らのコンテンツを利用者にアクセスしてもらう方法として、自らＴＶ、雑誌

 「携帯電話のプロモーション」という記述は、

ＣＰのコンテンツプロモーションを指すのでは

なく、携帯電話事業者が自社の製品・サービスの

プロモーションを行えばＣＰもその恩恵に浴す

ることになるという趣旨です。誤解を招く表現の

ようなので修正します。 
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等による PRを行う他、 例えばバーコード読取機能の提供によって、目的のサイト
へポータルを介さずに簡単にアクセスすることが可能になっている等、多様化が図

られている点も併せて考慮するべきである。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

３３ （６） ＜原文＞ 
Ｐ３３・２－１（６）『高度なアプリケーションを提供しようとすると、携帯電話事

業者が持つユーザ情報、端末利用情報、利用位置情報、UIMカードによる認証機能、
課金機能などを、ある程度 CP側が自由に使えるようにしなければアプリケーション
の開発が進まず、端末やサービスの向上につながらない。個人情報保護、セキュリ

ティといった問題と密接不可分な問題でもあるので、今後これらの関係者がどのよ

うなビジネスモデルを作り上げていくのか、市場の競争状況にも影響が及ぶのは間

違いない。』 
 
「CP側が自由に使えるようにしなければアプリケーションの開発が進まず・・」と
いう記述など、携帯事業者側が諸情報や仕様を閉鎖的に取り扱っている印象を与え

る表記になっている。しかしながら、現実的には、総務省が指摘している個人情報

保護やセキュリティの観点などとのバランスの中で、各携帯事業者は、最大限の開

示を行っているのが現実であり、そのような状況も勘案した表現であるべき。 
よって、「個人情報保護、セキュリティといった問題と密接不可分な問題でもあり、

現実にはこれらの観点とのバランスの中で各自業者は各機能の開示を行っていると

ころであるが、 ～」と記述すべきである。 
また、ご指摘の個人情報保護やセキュリティに加え、著作権管理や法的責任といっ

た問題も存在することから、競争状況の分析・評価にあたってはそれらについても

十分な考慮をお願いしたい。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 印象の問題と思いますが、いずれにせよ一部修

正します。「各携帯事業者は、最大限の開示を行

っているのが現実」等については、分析、評価の

問題であって今後必要に応じて取り上げていき

ます。 

３３ （６） ＜原文＞ 
Ｐ３３・２－１（６）『蓄積・増強されたプラットフォーム的機能がいかに広く社会

的な基盤として利用されていくかが課題である。本格的なブロードバンド化、ユビ

キタス化の時代に向けて、モバイルインターネットが、移動体通信サービスとモバ

イルコンテンツビジネスのみの基盤から、より広い社会生活・産業経済の基盤へと

進化するための課題であり、このような基盤の形成において携帯電話事業者がどの

ような社会的役割を果たしていけるのかは市場の競争状況を分析する上で重要な関

心事であり、また、競争政策に対する一つの示唆である。』 

 御意見は、参考とさせていただきます。 
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市場における他事業者との競争の中で、より広い社会生活・産業経済の基盤への進

化を目指すものであり、それはあくまで市場競争下での戦略であるものの、携帯電

話事業者は同時に社会的役割を果たすべき責務も担っていることから、特にプラッ

トフォーム的機能にかかる評価にあたっては、短絡的に競争促進的か否かの一面の

みで捉えるべきものではないものと考える。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

３ ＩＰ電話 
４７ （２） ＜原文＞ 

Ｐ４７・３（２）『そのサービス形態は、 

① 中継網だけをＩＰ化し加入者網はＮＴＴ東西の加入電話及びＩＳＤＮ網を利用

する仕組み（発信者が番号規則第５条に規定する事業者識別番号をダイヤルして

発信するものに限る。） 

② 加入者宅内で音声信号を IP 化しブロードバンドサービスを利用して通信を行う

仕組み（ＩＰ電話の提供のために番号規則第９条第１号又は第１０条第２号に規

定する電気通信番号を使用するものに限る。） 

の２つがあるが、平成１６年度の競争評価では、①は「ＩＰ中継電話」として②とは

区別して取扱う。』 

 
①については今年度の競争評価の「ＩＰ電話」の対象外とする理解でよろしいで

しょうか。そうでしたら、②のみを分析対象とすると記載願います。 

 また、①も対象とする場合は、当該サービスはマイライン競争におけるサービス

であり、設備だけに着目した分析ではなく中継サービスについての考慮が必要にな

ると考えます。 

【フュージョン・コミュニケーションズ株式会社】

 分析は、結果的に②が中心になるかもしれませ

んが、①が対象外というわけではありません。ま

た、「①も対象とする場合は、当該サービスはマ

イライン競争におけるサービスであり、設備だけ

に着目した分析ではなく中継サービスについて

の考慮が必要になる」という御意見には賛同しま

す。 

 

 

【別添１ 】 個人向けアンケート調査実施要領 

頁 段落 意見の概要 総務省の考え方 

４９ ２（１）

② 
＜原文＞ 
Ｐ４９・２（１）②『サンプル数（＝有効回答者数）１，０００程度』 
 

 平成１６年度競争評価の分析対象である携帯

電話やＰＨＳについては、実施細目（Ｐ３）で示

したとおり、「利用者が必ずしもインターネット
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平成１５年度の「インターネット接続サービス」についてのサンプル数２，０００

程度（平成１５年度実施細目より）の半分の水準となっているが、携帯電話・PHS
に対する個人ユーザの多種多様な機能・サービス選好が想定されることを勘案する

と、最低でも昨年のサンプル数以上のものが必要になると考えられ、データが過小

な場合には結果が適切とならないおそれが懸念されるため、１，０００程度で必要

十分であるとする根拠を明示していただきたい。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

を利用しているとは限らないことから」Ｗｅｂア

ンケートを採用することができません。そこで、

費用対効果を勘案し、「電気通信サービスモニタ

ーに対するアンケート調査」を活用することとし

ています。この電気通信モニターが、１０００人

程度であることから、「サンプル数（＝有効回答

数）１,０００程度」としたところです。なお、

離散選択モデルへの活用、利用者の満足度や情報

の十全性の把握等については、１０００程度のサ

ンプルで分析可能と考えます。 
４９  Web アンケート結果の分析には考慮が必要 

＜原文＞ 

Ｐ４・２－２－１（２）②『ＩＰ電話と公衆無線ＬＡＮについては、その利用者は

現在のところほとんどがインターネット利用者であると想定されるので、Ｗｅｂア

ンケートを用いて情報を収集する。Ｗｅｂアンケートは、所期のサンプル構成に従

って所期の有効回答者数を確保して実施する方法として優れている。』 

Ｐ４９・欄外注『10 Web アンケートは、他のアンケート方法に比べ所定のサンプル

構成に従って所定の有効回答者数を比較的短期間で確保することが容易という長所

がある。』 

 

ＷｅｂアンケートにはサンプルがＷｅｂ閲覧に習熟している利用者層に偏るという

短所があります。長所だけで無く、短所についても明記し、アンケート結果の分析

時にはこの点に十分注意して取り扱うべきものと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社（再掲）】

 アンケート分析にあたってはＷｅｂアンケー

トの特性に十分注意をして行うべきであるとい

う点に賛同しますが、実施細目Ｐ４（２）②やＰ

４９欄外注は、Ｗｅｂアンケートを用いる理由を

示した箇所です。ＩＰ電話と公衆無線ＬＡＮにつ

いて用いているＷｅｂアンケートは、携帯電話で

はサンプルの偏りが大きいと判断してそもそも

用いていません。 

 

【別添２ 】 供給者（事業者）側から収集する情報とその公表の取扱 

頁 段落 意見の概要 総務省の考え方 

１ 情報収集の基本的考え方 
６９  データの収集について、実施細目（案）においては、電気通信事業報告規則に基づ

く報告を上回る細目区分についても報告を求めることが示されておりますが、その

運用によっては事業者に対し過大な負担を強いるおそれがあります。したがって、

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争
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追加的にデータを収集する際には、その理由を明示するとともに、「競争は有効に機

能している」と評価された分野については、データ収集項目を減らすなど、競争評

価を実施するにあたり真に必要なものに限定していただきたいと考えます。 

 また、収集されたデータの公表について、今回の実施細目（案）において、「原則

公表」との考え方が示されておりますが、事業者は公表できないとの意見を述べる

だけで、最終的な判断は御省が行うことになると、企業秘密に関する事項までもが

広く公表され、事業者が思わぬ損害を蒙るおそれもあることから、収集されたデー

タについては、昨年度と同様、原則非公表とし、公表する場合には事前に事業者の

了解を得ることが必要であると考えます。 

 なお、全事業者が一律に情報提出をしない場合には、情報収集に協力した事業者

のシェアが過大に評価されないような措置や、情報収集に協力した事業者のみのデ

ータが公表されることのないような措置が必要だと考えます。 

【西日本電信電話株式会社】

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 

 

  競争評価のためのデータについては、報告規則や公表資料等既存のデータによるこ

とを基本とし、収集・公表にあたっては、全ての事業者を同等に取り扱っていただ

きたいと考えます。 

それ以外のデータが必要であり、各事業者に提出を求める場合においても、デー

タ提出についてはコスト増を伴うことを十分斟酌していただき、必要最小限にして

いただきたいと考えます。 

また、データ集計・加工にあたっても事業者を平等に取扱うべきだと考えます。平

成 15 年度のデータ集においては、ＮＴＴグループだけは再掲数値を記載するなど特

別な取扱いがなされていますが、客観的な市場分析・競争評価を行うためには、デ

ータ集計・加工にあたっても、例えば上位 10 社の再掲数値を記載する等、事業者を

平等に取扱うべきだと考えます。 

【東日本電信電話株式会社】

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 

市場の分析は市場を構成する事業者全体の情

報を必要とし、その公表も一律が望ましいと考え

ます。一方、競争評価が今後の政策立案に当たっ

て必要な情報を収集し社会的合意形成を促す意

味から情報公表を行う場合に、ＮＴＴ法や第１種

指定電気通信設備などに係る非対称な規制との

相関から、情報の収集・公表が一部について他の

事業者と異なる取扱いになることがあるのはや

むを得ないと考えます。 
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２ 各事業者に提出を求める情報 
７０ （２）

①（ⅱ）

＜原文＞ 
Ｐ７０・２（２）①（ⅱ）『サービスの供給能力は、事業者間の競争状況に影響を与

えることから、携帯電話／PHS サービスの利用可能地域、基地局数のシェア等を把
握するために、基地局数に関する情報を収集する。』 
 
収集の目的と提出を求める情報の相関が不明瞭であるため、目的と使用方法の考え

方を明らかにしていただきたい。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 基地局数に関する情報により、サービス供給に

係る設備ベースの能力をある程度把握すること

が可能であると考えます。また、使用方法につい

ては、事業者間の基地局数の比較や地域別の基地

局数の比較等に用いる予定です。各基地局の能力

が必ずしも同等でないことは承知していますが、

一方でその能力についての情報収集等は競争評

価としては過度と考えており、このデータをもっ

て何がどこまで可能かをまず検討することにし

たいと考えています。 
７０ （２）

①（ⅴ）

別添２「供給者（事業者）側から収集する情報とその公表の取扱い」で各事業者

に提出を求める情報（７０ページ）のうち、（V）販売代理店に関する情報について
は、その手数料やインセンティブの内容そのものが事業者各社の営業上の機密に属

する情報であります。こうした販売代理店との関係に関する情報など事業者の営業

上の機密に関する情報を、第一次調査として収集・公表することは不適切であると

考えますので、これらを第一次情報の対象から除外することを強く要望いたします。

【社団法人テレコムサービス協会 政策委員会】

 携帯電話やＰＨＳについては、利用者への販売

チャネルが、各事業者の競争状況に大きな影響を

与えていると考えています。したがって、販売代

理店と各事業者との関係を明らかにするために

も、「手数料やインセンティブ」に関する情報を

収集する必要があります。 

７１ （２）

①（ⅷ）

＜原文＞ 
Ｐ７１・２（２）①（ⅷ）『これらの事業者間取引は、各事業者の事業展開、経営状

況に大きな影響を与え、競争状況を分析する上で、勘案すべきものであることから、

相互接続やローミングサービスに関する料金設定・事業者間精算に関する情報を収

集する。』 
 
ご指摘の通り、事業展開、経営状況に大きな影響を与えるものであるが故に、これ

らの情報は重要な企業秘密であり、秘密保持契約を締結しているところである。よ

って、収集及び公表とも、秘密保持契約との関係及び各事業者を同条件とするため、

省令等による義務化が必要と考える。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 「相互接続やローミングサービスに関する料金

設定・事業者間精算に関する情報」とは、個々の

事業者間の料金等の情報ではなく料金設定や事

業者間精算の類型のことです。したがって、これ

らの情報が「秘密保持契約」との関係で問題にな

るとは想定していませんが、もし具体的に問題に

なる契約があるのであれば情報提出の照会の際

に個別に提示していただきたいと考えます。 

 なお、「省令等による義務化」については平成

１６年度の実践や結果を踏まえてその必要性等

を検討します。 
７２ （２）

③（ⅱ）

＜原文＞ 
Ｐ７１・２（２）③（ⅱ）『サービスの供給能力は、事業者間の競争状況に影響を与

えることから、公衆無線 LANの利用可能地域、基地局数のシェア等を把握するため
に、基地局数に関する情報を収集する。』 

 公衆無線ＬＡＮが今後急速に発展する可能性

を考えるなら、その市場支配力の有無を判断して

いく必要があります。利用可能地域は地理的市場

画定のため、また、基地局数のシェア等は事業者
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収集の目的と提出を求める情報の相関が不明瞭であるため、目的と使用方法の考え

方を明らかにしていただきたい。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

の市場における影響力を判断するための有力な

指標になると考えていることから、基地局数に関

する情報を収集するものです。 

３ 収集した情報の取扱い 
７３  ＜原文＞ 

Ｐ７３・３『競争評価に用いる情報は、原則として、公表する。ただし、実施細目

に基づき収集する情報については情報を収集する際に、事業者から公表できない理

由が付されて提出されたものについては、その理由が妥当であれば非公表とする。 

 また、報告規則に基づき、各事業者から提出されている情報については、平成16

年11月末までに、当該各事業者から公表できない旨の意見及びその理由が提出され

たものは、その理由が妥当であれば非公表とする。』 

 

＜修正案＞ 

競争評価に用いる情報は、原則として、非公表とする。公表が必要と考えられる

情報については、事前に関係事業者に対し公表方法等を照会し、意見を十分に斟酌

する。その上で、保護を要する情報については、集計、加工するなど取扱いに配慮

する。 

 また、報告規則に基づき、各事業者から提出されている情報のうち、平成16年度

競争評価に用いるものを明確にし、公表が必要と考えられる情報については、事前

に関係事業者に対し公表方法等を照会し、意見を十分に斟酌する。その上で、保護

を要する情報については、集計、加工するなど取扱いに配慮する。 

 

＜理由＞ 

Ｐ６・２－３－２（３）についての意見と同じ。 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 

 

７３  実施細目(案)P73 「収集した情報の取扱い」におきまして、平成16年度の競争評価

においては、平成15年度と異なり、収集した情報の取扱に関し原則公表になってい

ること及び報告規則に基づき事業者が提出した情報についても原則公表となってい

る案につきまして意見を申し上げます。 

 

１．収集した情報の公表の原則につきまして 

 

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 
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サービス契約者数等の情報は、事業者にとりまして事業展開上非常にセンシティブ

に扱うべき重要な経営情報であり、これをどういう形で公表するかは事業戦略に該

当するものと考えております。そのため総務省殿が行政の政策立案、民間の企業戦

略の企画立案等に資することを目的にこれを公表するにあたっては、公表すること

が適当かどうかのご判断は慎重に行っていただきたいと考えております。 

 

具体的には昨年度の実施細目と同様に、「保護すべき情報の取扱には注意し、具体

的なデータ等の公表に当たっては、必要に応じて加工や集計の処理を施すとともに、

できる限り、当該情報を提出した事業者に対して、その公表方法については公表前

に照会を行う」としていただきたいと存じます。 

 

２．報告規則に基づき提出した情報の利用と公表につきまして 

 

私ども旧一般二種電気通信事業者は昨年度の電気通信事業法改正により初めて報告

が義務付けられるようになったものですが、今年度からの導入に際しては以下のよ

うなご説明をいただきました。すなわち報告規則は、反競争的な行為に対する是正

命令など事後規制が中心となる電気通信事業法の的確かつ迅速な運用に当たり、総

務省にて必要最低限の情報を継続的に把握しておくことを主目的とした制度であ

り、各事業者の報告内容は集計され、集計されたデータのうち、都道府県別契約者

数等の公表することが適当なものは、公表することとする。またこれらのデータは、

行政の政策立案、民間の企業戦略の企画立案等の事業運営のために有効に活用する

ことができるもので、電気通信事業報告規則9条でも、「総務大臣は、第二条及び前

条の規定により提出された書面等に記載又は記録された事項を集計し、定期的にそ

の結果を公表するものとする」と規定されているのは存じております。しかし各企

業の個別の情報が競争評価などを通じてそのまま公表されるとは想定しておりませ

んでした。 

 

さらに各事業者からの報告につきましても、速度的にはナローバンドであるフレッ

ツISDNを常時接続に含めるか否かなど、事業者ごとに会員となる契約書の定義が一

律ではないこともあり、報告された数字が各事業者にとって偏りのない公平なもの

であるかどうかはまだ検証されておりません。 

 

競争評価を通じて収集され公表されるデータは市場におけるマーケットシェアとし

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 

 また、定義が明確化できていない点は今後さら

に改善したいと考えます。 

 今回、実施細目（案）等に対する意見提出を受

け、報告規則に基づき提出される情報と平成１６

年度実施細目に基づく収集情報を分けることに

しました。平成１６年度実施細目に基づく収集情

報については、個別企業の情報を同意なく公表す

ることはしません。一方、報告規則に基づき提出

される情報の中には、例えば、ＮＴＴの開放設備

を利用して提供されているＡＤＳＬの契約回線

数などの、公表がなければ政策の是非に関する社

会的議論の支障をきたすような情報もあり、この

ようなものは事業者の同意がなくても公表する

ことがあります。報告規則の情報公表については

個別に対処を決めるべきものであって、一律に判

断できるものではないと考えます。 
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ては非常に権威のある価値の高いものであると考えられることから、各事業者から

報告規則に基づいて提出されている情報についてそのまま原則公開されることは事

業者にとって競争に大きな影響を与えかねない非常に悩ましいことと考えておりま

す。報告規則に基づいて提出された情報であっても、昨年度と同様に、保護すべき

情報の取扱いには十分配慮し、具体的なデータ等の公表に当たっては必要最小限の

範囲で、かつ事業者へご確認いただければと存じます。 

【ニフティ株式会社】

７３  ＜原文＞ 
Ｐ７３・３『競争評価に用いる情報は、原則として、公表する。ただし、実施細目

に基づき収集する情報については情報を収集する際に、事業者から公表できない理

由が付されて提出されたものについては、その理由が妥当であれば非公表とする。』

 
電気通信事業報告規則によって収集された個々の情報についても原則公開とはなっ

ていないこと、及び IR等との関係から、当社コメントへの御省の回答「情報を提出
する側に IR（Investor Relations）などとの関係から省令化等が望ましいという意見
があれば対処する。」 （平成 16年 6月 28日）にもあるように、収集情報の全てを
原則公開ということではなく、公開が各事業者横並びで必要な場合には、省令化に

よる対処をご検討願いたい。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 

なお、「省令化」については平成１６年度の実

践や結果を踏まえてその必要性等を検討します。 

７３  1. 実施細目に基づき収集した情報に関して 
平成 16 年度実施細目(案)では、平成 15 年度実施細目と異なり、「競争評価に用

いる情報は、原則として、公表する」となっています。収集した情報は、経営戦略

上、非常に重要な内容を含んでいるため、結果の公表に際しては、平成 15 年度と同

様、事業者別の公表、または事業者名が推測される形での公表を避けるよう、十分

ご配慮いただくことを要望致します。 

 

2. 報告規則に基づき提出された情報に関して 
旧一般二種の事業者である当社は、今年度より電気通信事業報告を開始致しまし

た。電気通信事業報告の導入に際し、「収集したデータのうち公表することが適当な

ものは、各事業者の報告内容を集計して公表する(事業者別データは公表しない)」

とのご説明をいただいておりました。従って、当社から提出した情報が、平成 16 年

度実施細目(案)にあるように事業者別に公表されることは、想定しておりませんで

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 

 また、定義が明確化できていない点は今後さら

に改善したいと考えます。 
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した。 

上記 1 で申し上げた内容と重複致しますが、報告規則に基づき提出された情報に

関しても、経営戦略上、非常に重要な内容を含んでいるため、導入の際のご説明と

同様、事業者別の公表、または事業者名が推測される形での公表を避けるよう、十

分ご配慮いただくことを要望致します。 

また、「常時接続型」「随時接続型」等の提出項目に関しても、事業者毎に集計の

仕方が異なっていないか等、提出したデータの公平性に対する検証が必要と考えま

す。 

 

3. 実施細目に基づき収集した情報及び報告規則に基づき提出された情報に関して 
両情報共に、非公表であること及びその理由が明記あるいは提出された場合、その

理由が妥当であれば非公表とする、となっていますが、「妥当」の判断基準が曖昧で

あるため、定義の明確化をお願い致します。 

【ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社】

 今回、実施細目（案）等に対する意見提出を受

け、報告規則に基づき提出される情報と平成１６

年度実施細目に基づく収集情報を分けることに

しました。平成１６年度実施細目に基づく収集情

報については、個別企業の情報を同意なく公表す

ることはしません。一方、報告規則に基づき提出

される情報の中には、例えば、ＮＴＴの開放設備

を利用して提供されているＡＤＳＬの契約回線

数などの、公表がなければ政策の是非に関する社

会的議論の支障をきたすような情報もあり、この

ようなものは事業者の同意がなくても公表する

ことがあります。報告規則の情報公表については

個別に対処を決めるべきものであって、一律に判

断できるものではないと考えます。 
７３  事業者情報の公表には明確なルールが必要  

 

昨年度とは異なり、実施細目に基づき事業者から提出された情報については公表

を原則とするとのことですが、①公表できない理由を付したとしても、その理由が

妥当と認めていただけない場合には公表されてしまう可能性があること、また、②

提出した情報がどのような形式で公表されるかが予見できないこと（提出したその

ままの情報が公表される可能性もあること）から、昨年度は情報収集に協力した事

業者のうちで今年度は協力を差し控えるところが出てくるのではないかと懸念され

ます。よって、各事業者の情報収集への協力意思をなるべく妨げないよう、公表は

すべての情報を対象とするのではなく、収集する情報のうちで貴省が公表を予定し

ている情報を特定し、その旨とその公表の形式をあらかじめ明示したうえで情報を

収集することにより、情報提出前に公表の形態を予見できるよう配慮すべきです。 

また、実施細目に基づき収集した情報の公表を原則とする場合であっても、電気通

信事業報告規則に基づき提出された情報について同規則第９条（集計結果の公表）

に定めがないにもかかわらず公表を行うことは、同規則に基づき義務的に提出され

た情報の取扱いの事後的な変更であるため、公表にあたって各事業者から個別に同

意を取り付ける必要があるのではないでしょうか。個別の同意なく公表することが

必要性と合理性の見地から妥当と考えられる情報については、省令改正等のしかる

べき手順により公表の原則を定めるべきものと考えます。 

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 

なお、「省令改正等」については平成１６年度

の実践や結果を踏まえてその必要性等を検討し

ます。 
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【ソフトバンクＢＢ株式会社】

７３  省令報告及び今回の実施細目に従って、提出する資料については、競争状況の評

価のために有効に活用できるようできる限りご協力いたしますが、いずれも経営情

報で社外秘扱いであり、公表されることにより、他社との比較対照等販売施策等の

ツールとして使用されないよう総務省限りとして、いただきたい。 

【ディーディーアイポケット株式会社】

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 

 なお、「いずれも経営情報で社外秘扱い」とい

うことですが、全ての情報が「社外秘」であり、

公表できないものなのかどうかという点につい

ては、情報収集の照会の際に意見交換させていた

だきたいと考えます。 
７３  実施細目（案）には、昨年度とは異なり、「競争評価に用いる情報は、原則として、

公表を原則する」こととし、「事業者から公表できない理由が付されて提出されたも

のについては、その理由が妥当であれば非公表とする」とされております。しかし

ながら、公表できない理由を付したとしても、その理由が妥当でないと判断された

場合には公表される可能性があり、また、提出した情報がどのような形式で公表さ

れるかが予見できないことから、情報収集への協力を差し控える事業者が出てくる

懸念もあります。したがって、情報の収集にあたっては、公表を予定している情報

を特定し、公表の形式をあらかじめ明示することにより、提出した情報の公表形式

についての予見性を高めるべきと考えます。 

【日本テレコム株式会社】

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 
７３  また、電気通信事業報告規則に基づいて提出された情報について、同規則第 9 条

（集計結果の公表）に定めに関わらず公表を行うことは、義務的に提出された情報

の取扱いの事後的な変更であるため、公表にあたっては、各事業者からの個別の同

意が必要があると考えます。個別の同意なく公表することが必要性と合理性の見地

から妥当と考えられる場合には、省令改正等により公表の原則を定めるべきと考え

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること
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ます。 

【日本テレコム株式会社】

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 

 また、定義が明確化できていない点は今後さら

に改善したいと考えます。 

 今回、実施細目（案）等に対する意見提出を受

け、報告規則に基づき提出される情報と平成１６

年度実施細目に基づく収集情報を分けることに

しました。平成１６年度実施細目に基づく収集情

報については、個別企業の情報を同意なく公表す

ることはしません。一方、報告規則に基づき提出

される情報の中には、例えば、ＮＴＴの開放設備

を利用して提供されているＡＤＳＬの契約回線

数などの、公表がなければ政策の是非に関する社

会的議論の支障をきたすような情報もあり、この

ようなものは事業者の同意がなくても公表する

ことがあります。報告規則の情報公表については

個別に対処を決めるべきものであって、一律に判

断できるものではないと考えます。 
７３  実施細目（案）73頁の3において、『競争評価に用いる情報は、原則として、公表

する。ただし、実施細目に基づき収集する情報については情報を収集する際に、事

業者から公表できない理由が付されて提出されたものについては、その理由が妥当

であれば非公表とする。また、報告規則に基づき、各事業者から提出されている情

報については、平成16年11月末までに、当該提出事業者から公表できない旨の意見

及びその理由が提出されたものは、その理由が妥当であれば非公表とする。』と記述

されております点につき、下記の通り意見を具申致します。 

 

（１） 競争評価に用いる情報の公表について 

 

・ サービス契約者数等の情報は、公表するかしないかも含めて、各社の事業戦略

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 
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に関わる重要な経営情報であり、個別企業の情報がそのまま公表されることは

事業展開に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

・ 従って、「競争評価に用いる情報は、原則として、公表する」のではなく、「そ

の政策目的に照らして必要な情報についてのみ、公表する」ことを前提とすべ

きと考えます。 

・ また、公表が必要とされた情報についても、その公表については事業者への事

前照会を行い、必要に応じて総数の公表に留める等、保護すべき情報の取り扱

いには十分配慮して戴きたいと存じます。 

・ 以上により、今年度の実施細目においても、昨年度の実施細目と同様に「保護

すべき情報の取扱いには注意し、具体的なデータ等の公表に当たっては、必要

に応じて加工や集計の処理を施すとともに、できる限り、当該情報を提出した

事業者に対して、その公表方法については公表前に照会を行う」として戴きた

いと存じます。 

 

（２） 報告規則に基づき提出した情報の公表について 

 

・ 電気通信事業報告規則は、本規則第9条に規定されておりますとおり、「総務大

臣によって集計され、公表することが適当なものについては定期的に公表され

るもの」であり、「各企業個別の情報が原則として全て公表されるものでは無

い」と理解しております。 

従いまして、報告規則に基づき提出した情報についても、（１）と同様に、昨年度

の実施細目と同様の扱いとして戴きたいと存じます。 

【富士通株式会社】

 また、定義が明確化できていない点は今後さら

に改善したいと考えます。 

 今回、実施細目（案）等に対する意見提出を受

け、報告規則に基づき提出される情報と平成１６

年度実施細目に基づく収集情報を分けることに

しました。平成１６年度実施細目に基づく収集情

報については、個別企業の情報を同意なく公表す

ることはしません。一方、報告規則に基づき提出

される情報の中には、例えば、ＮＴＴの開放設備

を利用して提供されているＡＤＳＬの契約回線

数などの、公表がなければ政策の是非に関する社

会的議論の支障をきたすような情報もあり、この

ようなものは事業者の同意がなくても公表する

ことがあります。報告規則の情報公表については

個別に対処を決めるべきものであって、一律に判

断できるものではないと考えます。 

７３  対象市場と事業者による情報の公開／非公開について 

１）上記（総務省注：実施細目Ｐ２に対する日本電気株式会社の意見参照）の対

象市場は、既存の成熟化あるいは固定化（画一化）された競争市場とは違い、

垂直・分業型のビジネスモデルとして従来の領域を超えたビジネス展開により

レバレッジや隣接市場との関係のなかで急速に、且つ、大きな変化を伴いなが

ら発展・拡大する競争市場であり、そこにおけるリアルタイムの動的な事業展

開の一環として、事業者はサービス契約者数等の情報の公開／非公開の在り方

を、経営判断の核心に属する事柄として、それぞれ独自に決めております。 

２）このような情報の公開／非公開の在り方の代表例に事業者による報道発表（広

報）がありますが、これは、ご案内のとおり企業活動・事業戦略に直結したも

 基本方針で示したとおり、競争評価の透明性や

客観性を確保するため、競争評価のために収集し

たデータは、公表を原則とします。ただし、競争

評価のために提出していただいた個別企業の情

報を提出者の同意なしにそのまま公表すること

はしません。その旨は、平成１６年度実施細目

（案）を見直し、明記することにしました。 

 なお、本競争評価のために情報収集するわけで

はない報告規則に基づく情報については、その情

報の公表の是非は報告規則によって集められた
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のとして高度な経営判断によって行われています。特に、電気通信事業者にお

いては、電気通信事業の特質である『ネットワークの外部性』が、色々な形で

競争市場の変化に影響を及ぼすことから、即ち、当該情報の公開が各事業者の

事業戦略・事業経営に直接的に影響を与えることから、繰り返しになりますが、

（一般企業にも増して）事業者個々の高度な経営判断によって行われています。

 ３）故に、各事業者は各々の経営戦略と直結した形で個別に当該市場のベンチマ

ークを行い、夫々による競争市場の評価と創意工夫を以って、また新たな事業

戦略を立案し事業展開・市場競争を行っています。このことは、当事者すべて

の方がご案内の通りと存じます。そこに市場原理に基づく自由闊達な本来的な

市場競争があると理解しております。 

  

競争評価として収集した情報の公表について 

１）平成１６年度の競争評価の対象となった、上述（総務省注：実施細目Ｐ２に

対する日本電気株式会社の意見参照）の競争分析対象市場については、これから

市場競争のなかで変化を伴いながら大きく発展・拡大して行くことが期待される

市場、ＩＴ社会を担う重要な社会インフラ・産業、であることから、そこにおけ

る事業者の事業活動／経営／市場競争戦略に直結する当該情報の収集と公表に

ついては、上述で申し述べた理由から、最大限の顧慮を戴き、平成１６年度は平

成１５年度以上の極めて慎重なるご判断とご対応をお願い申し上げます。 

２）特に、特定事業者の特定領域の当該情報の公表を、その情報公開／非公開の

在り方に係る事実および理由自体の公表も含めて、一律に行ってしまうことは、

事業者が個々に展開している競争上の事業戦略に大きな影響を及ぼす可能性が

ありますので、繰り返しになりますが慎重を期して戴きたくお願い申し上げま

す。 

３）とりわけ、事業者個々の非公開情報等の取扱いについては、集計・加工を施

すことをあくまで原則として戴き、当該非公開情報等をそのまま公表しようとす

る例外的場合であっても必要最低限に留めると共に、当該非公開情報等の公表方

法を含めて事業者に予め確認を入れて戴くことを、是非とも宜しくお願い申し上

げます。 

 

  ご案内のとおり、市場はＩＰ電話、データ（インターネット）、映像、携帯電話、

更に、デジタルアプライアンスが連動し、ＩＰ統合型のサービス、垂直・分業型

のビジネスモデルとして発展・拡大することが期待されております。繰り返しに

情報の取扱いとして判断されるべきものです。 

 また、定義が明確化できていない点は今後さら

に改善したいと考えます。 

 今回、実施細目（案）等に対する意見提出を受

け、報告規則に基づき提出される情報と平成１６

年度実施細目に基づく収集情報を分けることに

しました。平成１６年度実施細目に基づく収集情

報については、個別企業の情報を同意なく公表す

ることはしません。一方、報告規則に基づき提出

される情報の中には、例えば、ＮＴＴの開放設備

を利用して提供されているＡＤＳＬの契約回線

数などの、公表がなければ政策の是非に関する社

会的議論の支障をきたすような情報もあり、この

ようなものは事業者の同意がなくても公表する

ことがあります。報告規則の情報公表については

個別に対処を決めるべきものであって、一律に判

断できるものではないと考えます。 
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なりますが、これに関わる事業者の（情報の公開／非公開の在り方を含む）競争

上の事業戦略対応はそれぞれ独自に決められ一律では無いことから、当該の非公

開情報等の公表の在り方については、上述のご配慮を戴く等、公正競争を推進す

る政策展開のお願いを申し上げる次第です。 

 

なお、報告規則に基づく提出情報を競争評価の中で公表してしまうことについ

ては、以上申し上げてきましたことの他、同報告規則の趣旨および同報告規則第

９条の定め等に鑑みれば想定外ではないか、という懸念を覚えますので、申し添

えます。 

【日本電気株式会社】

【別表１ 携帯電話・ＰＨＳ】 
７４ ① ①携帯電話・PHS別基地局数 

 
収集の目的と提出を求める情報の相関が不明瞭であるため、目的と使用方法の考え

方を明らかにしていただきたい。【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】 

 基地局数に関する情報により、サービス供給に

係る設備ベースの能力をある程度把握すること

が可能であると考えます。また、使用方法につい

ては、事業者間の基地局数の比較や地域別の基地

局数の比較等に用いる予定です。各基地局の能力

が必ずしも同等でないことは承知していますが、

一方でその能力についての情報収集等は競争評

価としては過度と考えており、このデータをもっ

て何がどこまで可能かをまず検討することにし

たいと考えています。 
７４ ⑤ ⑤機種別の携帯電話・PHS端末価格 

 →各年度のメーカからの平均端末買取価格及び販売店への平均端末卸売価格 
 
機種別の端末価格、特にメーカからの端末買取価格については、事業展開、経営状

況に大きな影響を与えるものであるが故に、重要な企業秘密であり、秘密保持契約

を締結しているところである。よって、収集及び公表とも、秘密保持契約との関係

及び各事業者を同条件とするため、省令等による義務化が必要と考える。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 御意見も踏まえて、原案の⑤を修正します。 

７４  電波の質を考慮して割当周波数毎の調査を行うべきである 

 

【実施細目 別添２】供給者（事業者）側から収集する情報とその公表の取扱い 別

表１ 携帯電話・PHS の収集情報（実施細目７４ページ～）に無線周波数有効利用の

 割当周波数毎の実質使用周波数等の情報は、移

動体通信領域の競争状況の分析、評価のため収

集、分析する情報としては過度と考えます。 
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観点で割当周波数毎の実質使用周波数・基地局数・提供エリア・端末稼動台数・端

末販売台数等を追加すべきものと考えます。 

携帯電話サービスに現在利用できる周波数は、８００MHｚ、１．５GHｚ、２GHｚ

帯の３つのバンドがありますが、８００ＭＨｚと２ＧＨｚを奥村・秦モデルで比較

した場合、アンテナ高を３０ｍとすると電波の到達距離は２倍の差になります。こ

れは言い換えれば、理論的には、８００ＭＨｚ帯と２ＧＨｚ帯の場合、基地局数は

４倍必要であることになります。また、都心の場合、２ＧＨｚ帯の方が電波の直進

性が高いためビル影等に対する補完局を多く要する筈です。 

本評価において各周波数帯別に既存事業者の状況を分析することにより競争状況に

電波の質が与えている影響等が明らかとなり、今後の周波数割当の政策決定の参考

となるものと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

７５ ⑩ ⑩電気通信収入の月次収入 
 （サービス開始時点～Ｈ１６．９末） 
 →電気通信事業収入の合計の月次収入のほか、音声 
   伝送役務及びデータ伝送役務の月次収入を再掲 
 
サービス開始時点から、会計基準に整合性をもたせた形で月次で収入を提供するこ

とは困難であることから、収集期間については一定の範囲内にとどめるとともに、

月次ではなく半期にする等、企業の決算開示の実態に合致するような形とする検討

をお願いしたい。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 御意見も踏まえて、原案を修正します。 

【別表３ 公衆無線ＬＡＮアクセスサービス】 
７８ ① ＜原文＞ 

Ｐ７８①『契約数（H16.3 末、H16.9 末） 

→（略） 

→全国計、自社の契約者と卸電気通信役務の提供先の契約者を区別した契

約数』 

 

＜修正案＞ 

『①契約数（H16.3 末、H16.9 末） 

→（略） 

→全国計、自社の契約数』 

 修正案については、御意見のとおりとします。 
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＜理由＞ 

卸電気通信役務については、卸先の事業者へ提供している契約数については把握

可能ですが、卸電気通信役務提供先事業者の契約者数までは把握不可能です。卸先

事業者の契約数は当該事業者のみが把握可能と考えられます。 

なお、無線 LAN サービスは、基地局を自ら設置している事業者においても無料提

供、他サービスのオプション提供、プリペードカード等の都度利用提供等、無線Ｌ

ＡＮサービスのビジネスモデルは多様です。無線基地局設置事業者から卸提供を受

けたＩＳＰがオプションとして無線ＬＡＮを提供するケースも多く、ＩＳＰと都度

契約するユーザも多いと思われます。 

このように無線 LAN サービス市場拡大に向け、様々な事業者が多様なビジネスモ

デルを模索している状況で、各モデル間で尺度を合わせないままデータを公表する

ことは、利用者に無用の混乱を引き起こす可能性があるため、データの公表は控え

るべきと考えます。 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】

７８ ① ０ＡＢ～Ｊ番号について 

自社が指定された番号と一般番号ポータビリティによる番号利用がありますの

で、この区分を明確にした上での集計が必要と考えます。 

【フュージョン・コミュニケーションズ株式会社】

 御指摘を踏まえて、情報収集の照会の際に集計

方法を明確にします。 

７８ ② ②都道府県別基地局数 
 
収集の目的と提出を求める情報の相関が不明瞭であるため、目的と使用方法の考え

方を明らかにしていただきたい。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 基地局数に関する情報により、サービス供給に

係る設備ベースの能力をある程度把握すること

が可能であると考えます。また、使用方法につい

ては、事業者間の基地局数の比較や地域別の基地

局数の比較等に用いる予定です。各基地局の能力

が必ずしも同等でないことは承知していますが、

一方でその能力についての情報収集等は競争評

価としては過度と考えており、このデータをもっ

て何がどこまで可能かをまず検討することにし

たいと考えています。 
【別表４ ＩＰ電話サービス】 
７８ ① ＜原文＞ 

Ｐ７８①『IP 電話のために最終利用者に付与している電気通信番号の数（H15.3 末、

H15.6 末、H15.9 末、H15.12 末、H16.3 末、H16.9 末） 

 御意見のとおり、原案を修正します。 
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→（略） 

→（略） 

→なお、卸電気通信役務により他の電気通信番号に付与している電気通信

番号については、その相手事業者別に区分』 

 

＜修正案＞ 

『①IP 電話のために最終利用者に付与している電気通信番号の数（H15.3 末、H15.6

末、H15.9 末、H15.12 末、H16.3 末、H16.9 末） 

→（略） 

→（略）』 

 
＜理由＞ 
卸先事業者の電話番号の数については、卸先事業者に確認していただくことにな

ります。 

仮に卸元事業者が報告する場合、相手方事業者の了解を得る必要があり、相手事業

者の数も多数存在することから、実行上不可能です。 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】

【別表７ 光ファイバケーブルの敷設状況】 
８１  NTT東西から詳細な光ファイバ情報を収集すべき 

 

【実施細目 別添２】供給者（事業者）側から収集する情報とその公表の取扱い

（実施細目６９ページ～）別表の収集情報に、指定電気通信設備に関する情報を追

加すべきであると考えます。 

我が国のブロードバンドインターネット接続が世界的にみても顕著な進展を遂げ

ていることは、指定電気通信設備の開放が、新規参入を促し、事業者間の有効競争

の促進に寄与した結果であることは言うまでもありません。従って、この制度が有

効競争のために十分機能しているかどうかを継続的に観察する必要があります。そ

のために、提出が求められている光ファイバケーブルの敷設状況に加えて（実施細

目８１ページ 別表７）次の情報を競争評価の収集情報に含めるべきであると考え

ます。 

 

① ＮＴＴ東西が有する中継系及び加入系光ファイバの保有数量と使用数量（現用数

量と予備数量の内訳を含む） 

 平成１６年度に予定している分析内容におい

て必要とするデータではありません。 
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② ＮＴＴ東西が有する中継系及び加入系光ファイバの申込から納入までの期間 

③ ＮＴＴ東西が有する中継系及び加入系光ファイバの事業者間取引数量とＮＴＴ

東西の指定設備利用部門の使用数量 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

 

【別添３ 】 携帯電話／Ｐ Ｈ Ｓ についての離散選択モデル分析 

頁 段落 意見の概要 総務省の考え方 

  ・弊社は、実施細目 (案)において、市場画定の際に供給側の要因が過度に割り引い

て考えられていることを懸念しています。実施細目(案)では、主に需要側の分析

を通して市場画定がなされた後に、それらの各市場の競争状況を評価する為に供

給側の要因を使用するものと理解できます。 

・競争評価においては、一般的に供給と需要の両方の要因を市場画定のために使用

しています。その理由は次の通りです。 

o 需要側を注視し過ぎると、隣接市場や新しいテクノロジーの影響などの潜在

的競争を考慮し損ねます。  

o 通信産業の設備の耐用年数は比較的長い一方で、需要の傾向はその間に大き

く変化します。また、ユーザーアンケートでは、通信市場での長期的な競争

状況に関する十分な情報を得ることはできません。 
o 事業者は将来的な需要に備え十分なキャパシティを備えておく必要があり、通信

のネットワークはかなりの事前投資を必要とします。事業者はこれらの未使用のキ

ャパシティを早期に利用しようと積極的に競争を促進します。こうした大きな固定費

用及び埋没費用は、下流市場での競争に関する意思決定にも影響を及ぼします。

【ボーダフォン株式会社】

 市場画定に当たって需要代替性のみならず、供

給代替性が重要であることは認識しており、基本

方針案にも明確に記述しています。平成１５年度

のインターネット接続回線サービスの市場画定

にあたっても、供給の代替性は重要な役割を果た

しています。 

１ モデル分析の市場画定への応用 
８３ （３） ＜原文＞ 

Ｐ８３・１（３）『分析では、携帯電話については２G／３G の違いに注目して２G
／３G 間の需要の代替性を数量的に表すことや、機能（動画の撮影等）に対する支
払意志額を推定して消費者選好を明らかにすることを試みる。事業者を乗り換える

際の障壁の大小も需要代替性の分析からある程度明らかになるので、市場画定だけ

でなく市場の競争状況を把握する際にも一助となる。』 

 本分析は、文章にあるように「試み」であり、

したがって実施細目にあらかじめその内容を詳

しく明らかにするようなものではありません。も

ちろん、平成１６年度の分析を通じて方法論とし

ての検証を進めていく所存です。 
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「分析では、～事業者を乗り換える際の障壁の大小も需要代替性の分析からある程

度明らかになる」とあるが、新しい取り組みであると思われるためその具体的な方

法論について本「実施細目」にて予め明らかにしていただきたい。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

２ 「離散選択モデル」の採用 
  離散選択モデルは、構造計量経済学において、3G サービスと 2G サービスのような

商品の間の相違の度合いを測定するために使用されます。しかしながら、以下の理

由により、大きなスケールの市場画定に使用するには、離散選択モデルは不適切で

あり不十分なツールであると考えます。 

・離散選択モデルは主に、需要側の効果に着目するものとなっています。市場画定

に離散選択モデルだけを使用すると、重要な供給側の要因を考慮しない歪んだ市

場画定となってしまいます。 

・実施細目(案)における計量経済学手法は、2.5 項で説明したような「二面的」ある

いは「クラスター」市場の存在を認識しないと考えられます。バンドル化された

サービスの購入あるいは供給において十分に浸透した範囲の経済が存在する場合

は、「二面的」あるいは「クラスター」市場を定義することが適切です。結果的に

は、関連するサービスの供給の単位はバンドル化されたサービスであり、その中

の個々のサービスではないということになります。 

・マクファデン疑似決定係数などの純粋に統計的な手法に頼った場合、より目的に

かなったアプローチよりも、有効な市場画定を導き出すことはできないものと考

えます。離散選択モデルのアプローチでは、多くの個々の移動体通信の商品の間

の交差弾力性をテストすることが必要となります。より目的に適したアプローチ

を採用すれば、分析における不要な重複を回避することができます。なぜならば、

幅広い市場が関連する行動を鮮明にするのであれば、個々の商品の狭い市場では

なく、複数の商品の幅広い市場から分析を始めるべきだからです（注１）。 

・離散選択モデルというアプローチは、SSNIP のアプローチよりも多くのデータを必

要とするものと考えます。なぜならば、離散選択モデルは各移動体通信の商品間

の交差弾力性に関するデータを必要とするからです。 

・弊社は、通信市場特有の特徴に留意しながら、SSNIP のアプローチを採用する必要

があるということに同意します。海外の事例では、SSNIP のアプローチが事業者間

の競争的行動の範囲を定義する最も効果的な方法であることが示されています。 

 市場画定に離散選択モデルだけを使用してい

るというのは誤解です。平成１５年度の競争評価

においても同モデルは一助であり、供給側要因も

考慮しています。クラスター市場については、特

に、ＩＰ化が進展する市場構造にあって市場間の

関係が競争状況の分析に重要になるとの認識は、

その専門的用語こそ用いていませんが、同様の問

題意識に立つものです。そうであればこそ周辺市

場の客観的分析が必要になるのであり、客観的分

析のための情報提供等の協力をお願いします。 

しかし、このことは、離散選択モデルの適用と

矛盾するものではありません。離散選択モデルか

ら明らかになるのは、消費者の選択行動に顕れる

商品・サービス間の代替関係であって、その行動

は取り巻く様々な諸条件を総合した結果として

消費者が決定しているものだからです。他市場の

商品・サービスの取引と密接に関係する可能性が

あるからといって手法の有用性が失われるもの

ではありません。 

 市場画定は、小さな市場を起点に徐々にスケー

ルを拡大していく作業であり、「大きなスケール

の市場画定に離散選択モデルを使用することは

不適切」という批判も当たりません。欧米の学会

でも、離散選択モデルは市場画定や合併規制に利

用され始めています。 



- 67 -

 

・市場画定は十分に議論がなされた上で行われるべきです。規制当局は、どの市場

画定が市場の問題の分析に最も有用であるかを尋ねる前に、まずは市場で想定さ

れる問題を特定することから始めなければなりません。 

 

（注１）まず、目的に適したアプローチを採用することが先決です。ある商品につ

いては、問題となっている行為によって分析に適切となる市場が異なる可能性が

あります。 

【ボーダフォン株式会社】

４ 競争状況分析への応用 
８９ （３） ＜原文＞ 

Ｐ８９・４（３）『垂直的なサービスの結合や一体取引が増えることで、サービスの

供給者側の動向だけでは市場の競争状況を正確、迅速に把握することが難しくなっ

てきている。市場を形成する他方のサービスの需要者側の動向を、サービス選好に

関する情報から把握して政策立案に役立てていくことは、重要な課題である。』 
 
「市場を形成する他方のサービスの需要者側の動向を、サービス選好に関する情報

から把握して政策立案に役立てていくことは、重要な課題である」との前提に立つ

としても、まず、「基本方針（案）」に示された供給者側の動向としての競争事業者

の「能力」と「意欲」をどのように分析していくかを明確にした上で、新たに取り

組むサービス需要者側の動向をどのように分析・評価に組み込むかを検討すべきで

ある。そして、客観性、透明性を高める観点から、市場画定、分析・評価のプロセ

スはあくまで予め明らかにされた「基本方針」及び「実施細目」に従って行うべき

である。 
【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】

 「客観性、透明性を高める観点から、市場画定、

分析、評価のプロセス」を「予め明らかにされた

「基本方針」及び「実施細目」に従って行うべき」

という御意見に基本的に賛同します。そのような

ものとして競争評価の手法を方針や細目として

確立していくために分析手法の一般化や定型化

をできるだけ進められるよう取り組んでいきま

す。 

 


